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消防団員の事故防止のために



はじ めに

　 消防団員の公務災害発生件数は、 全国をみる と 、 最近10年間の平均で1,000人程度と なって

おり 、 毎年のよ う に数名の方が殉職さ れていま す。

　 消防団員は特別職の地方公務員です。 郷土愛、 奉仕の精神から 消防団員になら れた方々に

対し て、 任命する 市町村は、 安全に関する 責務を 十分果たさ なければなり ま せん。 こ れは、

法的に責任がある と かないと かの次元の問題ではなく 、 その崇高なる 使命を果たさ れる 方々

に対する 敬意であり 、 誠意です。

　 し かし 、 現実に目を 向けま すと 、 その安全対策は十分と は言えないのが実情です。 郷土を

守る 消防団員の安全の向上を図る ためには、ま ず、幹部消防団員にし っかり と し た“ 安全哲学”

を持っていただき 、 その上で、 消防団が一丸と なって公務災害が発生し ないよ う 、 地道な努

力をさ れる こ と が肝要である と 思いま す。

　 消防団員等公務災害補償等共済基金では、 幹部消防団員や行政部局等の消防団担当者を対

象にし た「 安全管理セミ ナー」 の開催を 後援し 、 助成し ていま す。 本書は、 その研修用テキ

ス ト と し て作成し ま し た。 本書によ っ て、 郷土愛に満ち、 奉仕の精神によ っ て崇高なる 使命

を果たさ れる 消防団員の公務災害防止が図ら れる こ と を切に望みま す。

2025年7月

消防団員等公務災害補償等共済基金
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備考　 「 その他」 は、 ス ポーツ行事、 特別警戒等である 。

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

単位： 人
（ 参考） 5年間累計3,604
う ち 、 演習訓練2,120（ 59％）
う ち 、 消火活動   793（ 22％）

（ 発生年度）

（ 発生件数）

演習訓練　 　 　 　 消火活動　 　 　 　 風水害等の災害　 　 　 　 その他

演習訓練, 817
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消火活動, 156
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その他, 141
（ 12.2% ）

消火活動, 172
（ 46.6% ）

その他, 102
（ 27.6% ）

演習訓練, 515
（ 63.5% ）消火活動, 163

（ 42.1% ）
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風水害等の
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風水害等の
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風水害等の
災害, 14
（ 1.6% ）

風水害等の
災害, 19
（ 5.1% ）

風水害等の
災害, 40
（ 3.5% ）

1　 公務による負傷者等の人数の推移

　 消防団活動に従事し たこ と によ り 公務によ る 負傷等を 受けた全国の消防団員は、 最近10年間の

平均で1,000人程度と なっ ている（ 図１ ）。 特に、演習訓練時の事故は高い割合を 占めている（ 図２ ）。

　 なお、 令和２ 年度及び令和３ 年度においては、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染防止の観点よ り 演習訓

練を 自粛する 動き が広ま っ たこ と から 、 例年に比べ負傷者等の人数が大幅に減少し ている 。

消防団員の事故はいつでも どこ でも 起こ り 得る
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1

図2 　 活動態様別発生人数の推移（ 令和元～ 5 年度）

備考　 1　 負傷者等の人数は、 当該年度に発生し 、 その翌年度末ま でに基金が損害補償費等（ 療養補償や休
業補償等） を支払っ たも の。 なお、 括弧書き の人数は、 そのう ち死亡者数を 示し たも の。

　 　 2　 消防団員数は、 当該年度の4月1日現在の実員数。 ただし 、 基金と 消防団員等公務災害補償責任共
済契約を 締結し ていない市町村の消防団員数は含んでいない。
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図1 　 公務による負傷者等の人数の推移（ 平成2 6 ～令和5 年度）



2　 活動態様別公務災害発生状況

　 令和元年度から 令和５ 年度の公務災害の月別発生状況を みる と 、 ５ 月から ７ 月に多発し ている

（ 図3 ）。

　 ま た、 令和元年度から 令和５ 度ま での公務災害発生状況を 分析し たと こ ろ、 公務災害発生状況

を 活動態様別にみる と 、「 演習訓練」（ 59％） が最も 多く 、 次いで「 消火活動」（ 22％） と なっ て

おり 、 こ れら で全体の８ 割以上を 占める （ 図2 ）。
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図３ 　 月別公務災害発生状況（ 令和元～５ 年度）



3　 ポンプ操法訓練に多発する下肢のけが

　 令和元年度から 令和５ 年度の公務災害の発生状況を活動態様別に見る と 、 演習訓練時の公

務災害は約６ 割と なっ ており 、 う ちポン プ操法の動き （ 熱中症含む。） によ る 負傷が約６ 割

と なっている （ 図４ ）。

　 なお、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染防止の観点よ り 演習訓練を自粛する 動き が広ま った令和２

年度及び令和３ 年度を 除いた３ 年間（ 令和元年度、 令和４ 年度、 令和５ 年度） の公務災害発

生状況を 活動態様別に見る と 、 演習訓練時の公務災害は約７ 割と なっ ており 、 う ちポンプ操

法の動き （ 熱中症を含む） によ る 負傷が約７ 割と なっている （ 図５ ）。

　 訓練中の下肢のけがが多発し ており 、 主な事例には次のよ う なも のがある 。

・「 小型ポン プ操法訓練中、 ホース を 担ぎ全力疾走し ていた際、 大腿裏側に激痛を 感じ

転倒」

・「 操法訓練中、 ホース を落と し 、 ホース の金具が右足に当たり 負傷」

・「 ポン プ車操法の練習中、 ポン プ車後方に配置し てある ホース を 取る ためポン プ車か

ら 下車し 、 向き を変えて走り 出し たと こ ろ、 右足首をひねり 痛みが走った」

・「 消防操法大会訓練中、 筒先と 第３ ホース を 担ぎ火点に向け駆け足で発進し よ う と し

た際、 右足のアキレ ス 腱のパチンと いう 音がし た後、 痛みを感じ て歩行不能状態と な

った」

3

図４ 　 演習訓練中の公務災害発生内訳（ 令和元〜５ 年度）

2 ,120人
（ 100% ）

ポン プ操法の動き ，
1 ,324人， 62 .5 %その他，

796人， 37 .5 %

図５ 　 演習訓練中の公務災害発生内訳（ 令和元年度、 令和４ 年度、 令和５ 年度）

1 ,937人
（ 100% ）

ポン プ操法の動き ，
1 ,284人， 66 .3 %その他，

653人， 33 .7 %
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4　 活動態様別・ 死亡原因別公務災害発生状況

　 最近５ か年に公務によ り 死亡し た消防団員は、 ５ 人を数える 。

　 様々な原因で消防団員の死亡事案が毎年のよ う に発生し ている 。

表1 　 活動態様別・ 死亡原因別公務災害発生状況（ 令和元～５ 年度）
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（ 注） 過去５ 年間（ 令和元年度から 令和５ 年度） に公務によ り 死亡し た事案（ 令和６ 年度末ま でに支
払っ たも の）
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5　 公務災害事例

（ 1 ）　 平常時の事例（ 令和元年度～令和5 年度）

1

操法大会の準備中の事故事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消防操法大会で使用する テン ト の状態を 確認し ていた際、 広
げたテン ト を し ま う ため収納袋に収めた後、 腰部に痛みが生じ
た。（ 腰椎捻挫）

男　 40代　 団員

2

消火栓点検中の事故事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消火栓除雪のため道路を 横断し よ う と し た際、 滑っ て転倒し
大腿部を強打し た。（ 左大腿骨頚部骨折）

男　 40代　 団員

3

訓練中の事故事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消火栓を 使っ て水出し 訓練を 実施する ため、 消火栓の蓋を 開
けよ う と し たと こ ろ、 消火栓ボッ ク ス （ 消火栓を 開閉する 器具）
が外れて蓋が倒れ、 蓋と 地面で右足親指を 挟み負傷し た。（ 右第
１ 趾挫傷）

男　 30代　 団員

4

操法訓練中の事故事例（ 1）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 小型ポンプ操法訓練中、 1番員と し て火点に向けて走っ ている
と き に、 右足ふく ら はぎに激し い痛みが出た。（ 右下腿三頭筋挫
傷）

男　 30代　 班長

5

操法訓練中の事故事例（ 2）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消防操法の訓練中、 ホース を 駆け足で搬送し ていた際に、 左
足を痛め転倒し た。（ 左アキレ ス 腱断裂）

女　 40代　 団員

6

操法訓練中の事故事例（ 3）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 操法訓練に３ 番員と し て出場し 、 放水位置から 消防車定位置
へ走り ながら 移動する 最中に地面にあっ たく ぼみに足を 取ら れ、
バラ ンス を 崩し 右足を 捻っ て負傷し た。（ 右股関節捻挫、 右大腿
部挫傷）

男　 30代　 班長

7

防火啓発活動中の事故事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 防火訪問に出かけよ う と し た際に、消防署の正面玄関階段（ ３
段） の上段から 転落し 、 左足首を 負傷し たも の。（ 左足関節捻挫
他）

女　 40代　 団員
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（ 2 ）　 非常時の事例(令和元年度～令和5 年度）

1

台風における 災害防御中の事故事例（ 1）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 台風第19号の警戒活動のため巡回に向かう 際、 消防屯所の２
階から 階段を 降り ていたと こ ろ、 右足を 滑ら せ、 階段に胸を 強
打し 負傷し た。（ 右第４ ・ 第５ ・ 第６ ・ 第７ 肋骨骨折）

男　 30代　 団員

2

消火活動中の事故事例（ 1）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 建物火災出動中、 消火活動後廃材に足を 乗せたと こ ろ、 足元
が暗かっ たこ と から 釘が出ている こ と に気付かず、 右足を 負傷
し た。（ 右足底部刺創）

男　 40代　 班長

3

消火活動中の事故事例（ 2）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 建物火災に出動し 火災防御活動中、 火炎及び熱気にあおら れ
転倒し 、 左膝を負傷し た。（ 左膝半月板損傷など ）

男　 30代　 副分団長

4

消火活動中の事故事例（ 3）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 建物火災の消火活動中、 放水中のホース が急に動き 出し たた
め、 押さ えよ う と 足を 伸ばし たと こ ろ、 左大腿部の後部を 負傷
し た。（ 左大腿上部挫傷）

男　 50代　 副団長

5

消火活動中の事故事例（ 4）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 火災現場において中継送水活動中、 消防団車両の吸管を 固定
する 金具が右目付近に接触し て負傷し た。（ 右眼周囲部裂創）

男　 20代　 団員

6

消火活動中の事故事例（ 5）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 建物火災において、 現場活動を 終え資機材を 撤収し ていたと
こ ろ、 通水さ れた消防用ホース でつま づき 転倒し 、 と っ さ に地
面へついた右手を負傷し た。（ 右環指中手骨骨折）

女　 40代　 部長

7

台風における 災害防御中の事故事例（ 2）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 台風６ 号の水防活動中の排水のポン プアッ プ作業中、 夜間の
ため足元が暗かっ たこ と によ り 移動し ていた際に足を 滑ら せ転
倒し 、 左足首を痛めた。（ 左腓骨遠位端骨折）

男　 30代　 団員
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（ 3 ）　 重大事例（ 死亡・ 重傷）（ 令和元年度～令和5 年度）

1

消防操法大会中の発症事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消防操法大会中、 最高気温35度を 超える 中、 指導員と し て参
加し 、 昼食後に他消防団の訓練を 観戦し ていたと こ ろ、 左半身
が麻痺し 動かないと 訴えた。（ 脳梗塞）

男　 50代　 部長

2

消火活動中の発症事例（ 1）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 林野火災が発生し 、町から の出動要請を受け、消火活動のため、
ジェ ッ ト シュ ータ ーを 背負い火元へ向かう 途中に意識を 失い倒
れた。（ 内因性心臓死（ 死亡））

男　 40代　 班長

3

訓練中の発症事例（ 1）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 警防技能基本訓練中、 １ 時間程度規律訓練を 行っ た後、 河川
の水を 利用し た放水訓練を 行い、 訓練終了後の撤収作業時に気
分不良及び嘔吐があり 、 救急搬送さ れた。 (急性中隔心筋梗塞)

男　 40代　 団員

4

広報活動終了後の帰宅中の事故事例

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 春季火災予防週間における 巡回広報活動に勤務。 活動終了後、
帰宅する ため自転車にて詰所を 出発し 、 その途中の坂道で転倒
し 、 頭部及び肩を中心に全身を強打し た。（ 頭蓋骨骨折など ）

男　 40代　 部長

5

訓練中の発症事例（ 2）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 消防団消防操法審査会に向けて訓練し た際、 撤収作業中に頭
痛やめま いを 感じ 呂律が回ら なく なり 、 その場にし ゃ がみこ み
救急搬送さ れた。（ 右脳梗塞）

男　 40代　 部長

6

消火活動中の発症事例（ 2）

性別　 年代　 階級
【 概要】
　 建物火災の消火活動にて、 ホースを延長するため、 左手にホース
を持ち走っていた際に、 夜間であったこと から 足元が見えにく く 、 火
災現場のホースに躓き転倒し た。 その際に顔面を負傷すると と も に、
後頚部痛及び四肢の不全麻痺を発症し た。（ 非骨傷性頚髄損傷など）

男　 50代　 分団長
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6　 東日本大震災に係る消防団員の活動状況

殉職し た消防団員の活動状況（ 表２ ）（ 表３ ）

　 ア　 殉職し た消防団員のう ち、 震災後の捜索活動等に伴う 疾病によ り 死亡し た消防団員

１ 人を 除く 197人の被災時における 活動状況を 見る と 、「 避難誘導」 が最も 多く 118人

（ 59.9％）、 次いで「 出動途上」 が32人（ 16.2％）、「 避難等」 が25人（ 12.7％） と なって

いる 。

　 イ 　 なお、 被災時に水門閉鎖に当たっていた団員は３ 人である が、 被災時の直前に「 水

門閉鎖」 又は「 水門状況確認」 に当たっ ていた団員を合わせる と 、 59人（ 29.9％） が

水門閉鎖等に関係し ていたと 見ら れる 。

表２ 　 活動状況

活動状況 岩手県 宮城県 福島県 合計（ 人）

①水門閉鎖 2 1 3

②警戒・ 救助 11 1 12

警戒・ 救助等（ 水門閉鎖後） 7 7

警戒・ 救助等（ 避難誘導後） 4 4

警戒・ 救助等（ 広報活動） 1 1

③避難誘導 44 61 13 118

避難誘導（ 水門閉鎖後） 25 3 28

避難誘導及び広報活動 12 12

避難誘導 19 46 13 78

④移動等 6 1 7

移動等（ 水門閉鎖後） 5 1 6

移動等（ 水門状況確認のため） 1 1

⑤出動途上 17 13 2 32

⑥避難等 10 6 9 25

避難等（ 水門閉鎖後） 8 6 14

避難等（ 避難誘導後） 2 9 11

合　 　 　 計 90 83 24 197

（ 再掲） 水門閉鎖等に関係するも の 48 11 59

（ 注）　 本表は、 消防団員の被災時における活動状況及びその直前の活動状況を当基金が関係組合・ 市町村から の

災害発生速報等に基づいて整理し たも のである。



表３ 　 作業別の事例

従事作業 内　 　 　 　 　 容

水門閉鎖
　 大津波警報発令により 出動し 地区内の水門を閉鎖中、 津波に巻き 込まれ

て溺死し た。

警戒・ 救助等

　 水門閉鎖後、 避難誘導を行い民家に取り 残さ れた住人を救助中、 津波に

流さ れた。

　 消防車両で避難誘導中、 海に流さ れそう な者を発見し 、 その救助中に津

波に流さ れた。

　 積載車でいっ たん、 漁港に集合し てから 漁港周辺の警戒活動を行っ てい

たと こ ろ、 津波に襲われた。

避難誘導

　 水門閉鎖後、 屯所に戻り 屋上で半鐘を鳴ら し 避難誘導し ていたと こ ろ、

屯所も ろと も 津波に流さ れた。

　 所属班の管轄地域のお年寄り を、 自家用車で繰り 返し 避難誘導を行っ て

いると きに津波に襲われた。

　 水門を閉鎖し 屯所付近で避難誘導し た後、 消防車両に乗車し ていたと こ

ろを津波に流さ れた。

出動途上

　 津波警報発令を受け、 自家用車で屯所に向かう 途上津波に襲われた。

　 大津波警報により 職場から 消防団詰め所へ向かう 途上、 津波に巻き 込ま

れた。

　 分団長と 連絡を取っ た後、 ポンプ置場に自家用車で向かう 途上で渋滞に

巻き 込まれている時に津波にのまれ、 車の下敷き と なる。

　 ポンプ置場に向かう 途上渋滞に巻き 込まれたため、 付近に車を駐車し て

徒歩で向かう 途上、 津波に巻き 込まれた。

避難等

　 ポンプ自動車で避難広報、 水門閉鎖を行っ た後、 津波が迫っ てき たので、

屯所に戻り 自家用車に乗り 換えて避難し ている途上で津波に巻き込まれた。

　 ポンプ車で避難誘導に従事し ていたが、 津波が押し 寄せてき たため詰め

所前に停車、 下車し 山へ避難を始めたが、 津波に巻き 込まれた。

　 水門閉鎖に行き 、 先着し ていた団員と 門扉を閉鎖し た後、 避難状況を確

認中に津波に巻き 込まれた。

（ 注） 本表は、 消防団員の被災状況の具体的事例を当基金が関係組合・ 市町村から の災害発生速報等に基づい

て整理し たも のである。
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“ 墓標安全” から “ 予防安全” へ

1　 消防団員を 守るこ と は郷土を 守るこ と

　 消防団員を任命する 市町村は、 団員の安全に関する 責任を十分果たさ なければなら ない。

　 団員は、 奉仕の精神で地域防災に従事する かけがえのない人である 。 団員の安全を守る こ

と は、 郷土を守る こ と につながる 。 団員の公務災害を防ぐ ためには、 ま ずト ッ プがし っかり

し た“ 安全哲学” を持ち、 地道な努力をする こ と が必要である 。

　 地域防災に果たす消防団の役割は大変大き く 、 団員の安全対策の充実は市町村の喫緊の課

題である 。

2　“ 墓標安全” から “ 予防安全” へ

　 消防団の活動は、 危険が数多く 存在する 環境の下で遂行さ れる。「 だから 事故が多いのは

あたり ま え」 と 考える こ と は安全対策の放棄である 。 ま た、 安全を隠れみのにし て災害現場

で消極的な行動をし ていては、 任務を達成でき ない。

　 従来、 団の活動で重大な事故が起き る と 、 事故調査の結果に基づいて対策を講じ る のが一

般的だった。 こ れは“ 墓標安全” と 呼ばれる 。 事故が起き てから 対策を立てる 事後処理型の

安全対策である 。

　 実際に起き た事故から 教訓を学び、 再発防止に役立てていく こ と は重要である 。 ただ、 災

害現場で起き る 事故に同じ も のは一つも ない。 すべての事故は初めて起き る。 し たがっ て、

事故調査に基づく 再発防止には、 おのずと 限界がある 。

　 事故が起き る 前の事象から 危険を予測し 、 き め細かな予防型の安全対策を積み上げていく

“ 予防安全” に取り 組む必要がある 。

　 現代医学の分野では、 治療医学は当然と し ながら 予防医学を 重要視する よ う になった。 団

の安全対策も 墓標安全は当然と し ながら 予防安全を重要視し 、 大き な事故の芽を摘むこ と は

可能である 。

第
２
章
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事故発生のメ カ ニズムを知る

第
３
章

1　 ハイ ンリ ッ ヒ の法則

　 アメ リ カの産業安全研究者ハイ ンリ ッ ヒ （ H.W .Heinr ich） は、 事故と 災害に関し て「 １ ：

29： 300の法則」 を 発表し ている 。 こ れは、 １ 件の重傷災害が発生し たと すれば、 同じ 原因

で29件の軽傷災害が発生し ており 、 ま た、 無傷災害を300件起こ し ている 、 と いう も のであ

る （ 図6 ）。

　 ハイ ンリ ッ ヒ の法則は、 災害を防ぐ には底辺の無傷災害、 つま り “ ヒ ヤリ ” と し たり “ ハ

ッ ト ” し たり し た事案をなく すこ と が大切で、 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 体験に潜在する 発生要因への

着目が重要である こ と を示唆し ている 。

3 0 0  無傷災害

軽傷災害

不安全
行　 動

全事故の0.3％が重傷災害、 8.8％が軽傷災害、

90.9％が無傷災害になる 。

？ 0 0 0 … 0 0 0 ？
不安全
状　 態

重傷災害

2 9

1

潜在危険要因への着目（ ハイ ン リ ッ ヒ の法則）

図6



2　 消防団の5Ｍと は

　 事故は人間（ M an）、 機械（ M ach ine）、 環境（ M edia）、 任務（ M ission） そ し て 管理

（ M anag em ent） と いう ５ Ｍの要素の不適合によ って起き る と いわれる。 消防団活動で５ Ｍ

に相当する も のは、「 健康・ 体力」、「 教育・ 訓練」、「 機械・ 器具」、「 指揮命令」、 そし て「 安

全の雰囲気」 の五つと 考えら れる 。

3　 5Ｍの防護壁を万全に整える

　 事故や災害のほと んど が「 即発的エラ ー」 ある いは「 当事者エラ ー」 と 呼ばれる 不可避的

なエラ ーと いう 形で現れる 。 さ ら に、 複雑な組織やシス テムのなかの人間は、 何ら かの組織

的な不備など によ る 理由でエラ ーをおこ すこ と も ある 。 こ れを「 潜在的原因」「 組織エラ ー」

などと 呼ぶ。

　 組織のなかに長く 存在する 潜在的原因があり 、 即発的エラ ーが重なる と 、 事故に備えた幾

層も の防護壁をすり 抜ける こ と がある 。 事故や災害は、 ま さ にそのと き 発生する 。

　 防護壁の層が万全なら 、事故が起き る 可能性は低い。 消防団の５ Ｍを防護壁と し て見立て、

こ れら を強化する こ と こ そ安全対策の重要なポイ ント である （ 図７ ）。

　 ただ、 多重な防護壁は逆に慢心を 呼びがちになる。「 たく さ ん対策を 講じ たから …」 と い

った安心感が危機に疎く さ せる 。

　 し たがって、 何層にも 準備し た防護壁がいざと いう と き に相互補完し 合う かを日常的に一

つ一つチェ ッ ク する こ と が重要である 。

事故 

危険 

多重防護 

当事者エラ ー 
による穴 

（ 顕在し た結果）  

組織エラ ー 
による穴 

（ 潜在する原因）  

図７ 　 事故の発生経緯
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事故の予防策

第
４
章

事故の予防策と し て、 ５ つの対策（「 １ 　 健康な体を 作る」、「 ２ 　 教育・ 訓練を 充実

強化する 」、「 ３ 　 機械・ 器具を 整備する」、「 ４ 　 指揮命令を 徹底する 」、「 ５ 　 安全

の雰囲気を 作る」） を 列記する。

1　 健康な体を 作る

　 消防団活動は、 血圧の急激な変動など 大き な生理的負担を伴う 。 高血圧症や動脈硬化など

の健康上のリ ス ク を抱える 人にと って、 危険な活動である 。 定期健康診断を受け、 適度な運

動によ って生活習慣病のリ ス ク を低減する こ と が大切である 。

（ １ ） 消防団員の健康状況

　 過去に全国22,000人の消防団員を 対象にアンケート 調査を行っ た結果、 9,698人から 回答が

あり 、 図８ のよ う な健康上の問題（ リ ス ク ） を保有し ている こ と が明ら かになった。

（ ２ ） 消防団活動は重労働

　 災害活動のなかでも 消火活動は、 一般的に高温、 高湿、 濃煙、 熱輻射、 熱気流などに加え

て強い心理的緊張の下で行われる ため、 身体へ与える 生理的負担が大き い。

　 消火活動のエネルギー代謝率は、 労作強度の分類上「 重労働」 に区分さ れる 。 ス ポーツ で

比較する と 、出火出場と マラ ソ ン、現場疾走と 1500メ ート ル走がほぼ同じ 労作強度である（ p.14

の表4 を参照）。

リ スク 項目

消防団員のリ スク 項目保有割合

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

％

3 7 .7

4 1 .9

4 9 .2

2 9 .52 9 .1

2 1 .8

5 1 .7

1 1 .8

4 .6
2 .4

食
事
時
間
は
十
五
分

か
け
て
い
な
い

常
に
腹
一
杯
食
べ
る

習
慣
が
あ
る

た
ば
こ
を
吸
う

尿
酸
値
が
高
い

心
疾
患
が
あ
る

定
期
的
に
運
動
や

ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
な
い

糖
尿
病
が
あ
る

肥
満
で
あ
る

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
が

高
い

血
圧
が
高
い

図8

注） 平成2 6 年度「 消防団員の健康状態に関するアンケート 全国調査」。

　 　 有効回答数は9 ,6 9 8 人で、 複数回答である。
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　 ま た、 温度50℃の熱環境下で消火活動を 行う と 、 最高血圧は20歳代で190m m Hg程度ま で

上がり 、 50歳代になる と 200m m Hgを 超える 人が多く なる 。 心拍数も 、 生理限界と いわれる

180m m Hgを超える ほど急激に上昇する 場合がある 。

　「 血圧が高い」「 胸痛、 動悸、 息切れ等の症状がある 」 など の危険因子のある 人は、 消火活

動が危険である こ と を自覚し なければなら ない。

（ ３ ） 市町村長は消防団員の健康に配慮し なければなら ない

　 消防団員は特別職の地方公務員であり 、 任命し 、 指揮命令する 市町村長及び消防団長並

びに消防長は、 団活動によ っ て団員が受傷し 、 疾病を 発病し ないよ う 安全に関する 責務を

十分果たさ れなければなら ない。こ れは、使用者が労働者を 使用する こ と によ り 生じ る 義務、

法令の定めによ り 生じ る 義務と いっ た次元の低い問題ではなく 、 郷土愛、 奉仕の精神から

消防と いう 崇高なる 使命を 果たさ れる 団員に対する 敬意であり 、 誠意である 。

　 団員が受傷し 、 又は疾病を 発病し たと き 、 被災団員、 又は遺族が、 市町村長等が安全に

関する 責務を 果たさ なかっ た、或いは不十分であっ たと 思われれば、損害賠償請求が行われ、

訴訟が提起さ れる 。 裁判所は具体的な法令違反によ る 不法行為に留ま ら ず、 債務不履行及

び不法行為を 広く 認める 傾向にある から 、 その損害賠償請求が認めら れる 可能性が高い。

　 し かし 、 こ う し た認識が管理者側に希薄である のが実情であり 、 団員の健康管理の必要

性について意識の啓発を 図る と と も に、 生活習慣病等のリ ス ク を 抱えた団員に対し て、 個

人ご と に健康指導を する こ と が重要である 。 　

RMR＝ 
作業時毎分酸素消費量－安静時毎分酸素消費量 （ 酒井ほか『 消防職員の医学的研究』1973東京消防庁） 

基礎代謝毎分酸素消費量 

RM R RM R消防活動 RM Rスポーツ 

3 3 .0  
3 .0  

3 .6

筒先保持 
屋内検索 

執務服で普通歩行 

3 .0  
3 .5  

3 .6

テレビ体操 
いそぎ足　 95m/分 

ゴルフ 

5 4 .7  

4 .7  
4 .9  
5 .5  

5 .7  
6 .8

はしご降り  

行動力基準動作1（ 空気呼吸器） 
行動力基準動作2（ 空気呼吸器） 
放水（ 筒先圧力3kg/cm2)  

全装備で普通歩行　 70m/分 
はしご昇り  

4 .5  

4 .6  
5 .0  
6 .5  

6 .9

アイスホッケー 

野球捕手 
ラジオ体操 
階段昇り 　 45m/分 

アメリカンフット ボール 

7 7 .0  
10 .4

執務服でいそぎ足　 110ｍ/分 
全装備でいそぎ足　 110ｍ/分 

7 .1  
7 .4  
8 .4

サッカーFC 
ハイキング 
サッカーHB

12 12 .0出火出場の服装で階段昇り 　 45 m/分（ 呼吸
器なし ） 

8 .8硬式テニス・シングル 

16 16 .0  
18 .3

出火出場 
ホースカー降ろし、ホース延長 

15 .6  
17 .0

マラソン 
10000m走 

19 19 .0全装備で階段昇り 　 45m/分  

 

　  

30 30 .0現場疾走 30 .01500m走 

表4 　 消防活動と スポーツのRM R
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　 　 ◆毎年健康診断を受診する

　 団員は、 自分で自分の健康を 管理する “ セルフ ・ ケ ア” を する こ と が求めら れて

いる 。

　 健康診断を 受診し 、 その検査結果が正常なのか正常でないのか、 必要なら ば医療

機関に受診し 、 ど の程度の負荷なら 問題がないのか、 自分の身体状況を 把握する 必

要がある 。 　

　 そう し なければ、 自分自身を 危険にさ ら すと と も に、 他の団員を も 危険にさ ら す

こ と になる 。

　 　 ◆適切なマネジメ ント

　 健康診断結果は高度な個人情報である 。 人によ り プラ イ バシーの問題と し て、 結果

内容は秘密にさ れる 。 健康診断を 受診し たかど う か、 診断結果は正常であっ たかど う

か、 正常でなかったら 医療機関に受診し たかど う か、 医療機関に受診し て団活動の身

体負荷に問題がないかど う か等の、 マネジメ ント が必要である 。 安全に関する 責任を

果たし たかど う かが問われる と こ ろである 。

（ ４ ） ヘルス・ チェ ッ ク で訓練時の脳血管疾患・ 心臓疾患を防ぐ

　 消火活動だけでなく 、訓練時にも 脳血管疾患・ 心臓疾患を 発症し ている 。 リ ーダー団員は、

部下の安全に十分配慮し て事故を 防がなければなら ない。 配慮のポイ ン ト を 資料３ の参考

「 訓練時のヘルス ・ チェ ッ ク シート 」（ p .39） と 資料４ 「 消防団員の脳・ 心臓疾患事故防止

チェ ッ ク シート 」（ p .40〜41） に掲げた。 部下団員にも こ れら の対策を 日ごろ 実行する よ う

指導し たい。 こ れら は日常のス ポーツ 活動での事故防止策と し ても 役立つ。

（ ５ ） 運動で健康な体を作る

　 生活習慣病の危険因子を 減ら すのに最も 効果的な方法は、“ 運動” である こ と がス ポーツ

健康科学の分野で定説になっ ている 。

　 適度な運動を 行う と 、 体内脂肪が燃焼し 、 その結果、 血圧が下がり 、コ レ ス テロ ール値

も 低く なっ て糖尿病も 改善さ れる 。 肥満も 抑えら れ、 ス ト レ ス も 発散する こ と ができ る 。
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　 　 ◆消防団員は運動不足である

　 生活習慣病を 予防し て健康を 維持する ために必要な１ 週間の運動量は、 世界的基

準値と さ れる 2000k ca lであ る 。 先のアン ケ ート 調査によ る と 、 団員の歩行やス ポー

ツ など の運動によ る １ 週間の消費カロ リ ーは、 平均1357kcalで、 世界的基準値のおよ

そ３ 分の２ にし か達し ていなかっ た。 こ のこ と は、 脳血管疾患や心臓疾患のリ ス ク

フ ァ ク タ ーを 抱える 原因の一つと 考えら れる 。

　 　 ◆リ スク フ ァ ク タ ーを減ら す健康運動と は

　 １ 週間の運動量2000k ca lを １ 日に換算する と 、 およ そ300k ca lにな る （ １ 日300

kcal×１ 週間＝約2000kcal）。１ 日に300kcalを 消費する ための運動例を表５ に掲げた。

ウ ォ ーキン グなら 約１ 万歩である 。

　 　 ◆健康増進は消防団員と し ての務め

　 団員の日ごろ の心構えと し て大切なこ と は、 消防の任務に備える と 同時に、 消火活

動の生理的・ 肉体的負荷に耐えら れる だけの行動体力（ ※） を 維持・ 増進する こ と で

ある 。

　 自ら の年齢と 体力に応じ て適度な運動を続け、 行動体力を養う こ と は、 活動中の事

故防止につながる だけでなく 、 任務の遂行を も 容易にする 。 健康増進は、 ま さ に団員

と し ての務めである 。

　 ※行動体力……行動を 維持する 体力（ 全身持久力、 筋持久力）、 行動を 起こ す体力（ 最大筋力）、 行動を 調

整する 体力（ 柔軟性、 平衡性、 敏捷性） など の総称

キャ ッ チボール　 　 50分 

テニス壁打ち　 　 　 30分 

卓球　 　 　 　 　 　 　 45分 

歩　 　 　 行（   50～  90m/分）   90分　 9,000歩　 6.3km（ 30歩で1kcal）  

速　 　 　 歩（   90～110m/分）   60分　 7,200歩　 6.0km（ 24歩で1kcal）  

ジョ ギング（ 120～140m/分）   40分　 5,800歩　 5.2km（ 20歩で1kcal）  

ラ ンニング（ 180～220m/分）   30分　 5,000歩　 5.5km（ 17歩で1kcal）  

ゴルフ 　 　 　   1ラ ウンド  

野球　 　 　 　   1.5ゲーム 

ボウリ ン グ　 　   9ゲーム 

サイ ク リ ン グ　 　 　 60分 

登山　 　 　 　 　 　 　 60分 

縄と び　 　 　 　 　 　 20分 

表5 　 3 0 0 kca lの運動と は



　 団活動は団体行動であり 、階級や任務経験によ ってその活動内容を異にする 。 し たがって、

全団員を対象と する 一般教育、 新入団員教育、 幹部教育、 任務別教育等の層に分けて、 それ

ぞれの階層に沿った教育を行う こ と も 必要である 。

（ ２ ） 実戦に即し た訓練を行う

　 災害時の対応を知識と し て知ってはいても 、 訓練を通じ て身に付いていなければ、 と っさ

の行動はでき ない。 消防団員が日ごろ実践すべき 訓練には、 次のよ う なも のがある 。

　 ①規律の保持と 迅速的確で秩序ある 団体行動を維持する ための訓練（ 規律訓練）

　 ②消防機械器具の迅速・ 確実・ 安全な取扱技術の習得と 錬度を高める 訓練（ 消防機械器具

　 　 操法）

　 ③実戦感覚を養いながら 自信を深め、 安全な活動技術の習得を図る 訓練（ 実戦訓練）

　 ま た、 地域の災害特性を踏ま えた訓練を取り 入れたり 、 消防団幹部のシミ ュ レ ーショ ン訓

練等を実施し たり する など 、 バラ ンス のと れた効率的な訓練計画を策定し 、 総合的な技術の

向上に努める 必要がある 。 　

2　 教育・ 訓練を充実強化する

　 消防団員は、 極度に混乱する 災害現場で活動を行う 。 安全で有効な災害活動を行う ために

は、 実戦に即し た教育や訓練を通じ て、 個々の災害現象に関する 知識や災害の状況変化に応

じ た対応力を身に付けなければなら ない。

（ １ ） 消防団員に必要な知識と は

　 災害活動に当たる 消防団員には、 素早い決断と 沈着な行動が求めら れる 。 そのため、 団員

は、 次のよ う な知識の習得に努める 必要がある 。

消防団の位置付け、 役割、 機能の特性、 常備消防と の役割

分担等を理解

災害種別ごと に発生のメ カニズム等を理解

安全で効率的な災害活動手法を体系的に習得

想定さ れる 災害と その傾向・ 規模、 活動条件・ 範囲等を把握

種類と 性能、 取扱い・ 整備方法等を理解

安全管理と 消防団活動における リ ス ク の評価と 解消方策の

理解

消防団員と し ての倫理観の育成と 服務規律の確保、 指揮命

令系統と 役割分担の理解

①消防団活動の基本………

②災害現象…………………

③災害活動の基本と なる

　 消防戦術…………………

④地域の災害特性…………

⑤装備・ 資機材の性能と

　 取扱い……………………

⑥安全管理…………………

⑦服務規律等………………
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（ ３ ）　 ポンプ操法訓練の安全対策

　 消防団員の公務災害発生状況をみる と 、 ポン プ操法訓練中の事故が大き な割合を占めてい

る 。（ p.３ を参照）

　 消防団幹部・ 消防団事務局は、 ポンプ操法訓練の安全対策に取り 組むこ と が重要である 。

（ ４ ） Ｓ -Ｋ Ｙ Ｔ で効率的な危険予知訓練

　 災害活動での公務災害を 防ぐ には、 活動現場に潜む危険を 瞬時に見抜く 力が必要である 。

火災現場のよ う に切迫、 混乱し た状況下では、 基本を外れた省略行為が事故・ 災害を も たら

す。 　

　 Ｓ -Ｋ Ｙ Ｔ （ S= 消防団、 K= 危険、 Y = 予知、 T = 訓練） は、 公務災害を 防止する ために不可

欠な災害現場に潜む危険を 見抜く 力を 養い、 基本を守る 意識を強く 植えつける のに極めて有

効な訓練手法である 。

　 こ の訓練は、 産業界で広く 実施さ れ、 労働災害防止に近年大き な成果を 上げている 危険予

知訓練（ Ｋ Ｙ Ｔ ） をベース にし て、消防団向けに開発さ れた。 消防団員の小人数（ ５ 〜６ 人）

のチーム で活動の一場面を 描いたイ ラ ス ト シート を 使い、 話し 合いを 進める 。 基本的には次

の４ つのラ ウ ンド を踏む。

　 ま ず、 活動場面に潜む危険を みんなで出し 合う （ 第１ ラ ウンド 　 現状把握）。 次にそのな

かから 最も 重要と 思われる 危険（ 危険のポイ ント ） を 絞り 込む（ 第２ ラ ウンド 　 本質追求）。

そし て危険のポイ ン ト に対する 対策を 出し 合い（ 第３ ラ ウン ド 　 対策樹立）、 最後に最優先

で必ず実行する 対策を絞り 込む（ 第４ ラ ウンド 　 目標設定）。

　 慣れてく れば、 定例の訓練や点検時など、 団の最小単位のチーム が集結する 機会に短時間

（ 15〜20分） で実施でき る 。

　 繰り 返し 行う こ と によ って危険に対する 感受性が高ま り 、適切な対応ができ る よ う になる 。

ま た、 こ う し た話し 合いの過程で、 危険を先取り し 、 解決し ていく と いう 問題解決型のチー

ム気質が自然にはぐ く ま れる 。（ S-KYTの進め方のポイ ント は、 資料５ （ p.42〜45） を参照）

▲チーム行動目標を設定し て、 指差し 唱和を行う 　（ 静岡県御殿場市消防団）
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ポンプ操法訓練の安全対策資料１

《 競技会に向けた消防ポンプ操法訓練の安全対策》

　 ポンプ操法は、 消防技術の基本と し て重要であり 、 競技会に向けた訓練はこ れま で団員の

団結心の醸成に寄与し てき た。 その一方で下肢の負傷が多発し 、 脳血管疾患、 心臓疾患など

によ る 死亡事故が発生し ている 。 こ う し た災害の背景を 「 競技練習」 と いう 角度から 浮かび

上がら せ、 対策を検討し た。

背景①　 競技練習では安全管理者の安全管理意識がおろそかになる

対　 策： 　 安全管理者は、 一見危険がないよ う に思われる 競技練習でも 、 そこ に「 ど のよ う

な危険要因が存在する のか」、「 何をさ せてはなら ないか」 を実際の事故事例など を

通じ てよ く 学習し ておく べき である 。

背景②　 競技に勝つため、 自然の法則を無視し た動き を選手に求めがちになる

対　 策： 　 ス ピ ード や型は重視し ないなど、 選手の安全確保の点から 競技のルールや審査採

点基準を見直す必要がある 。 特に訓練指導者は、 運動生理学上の不自然な動き や生

理的負担を超えた無理な運動を参加団員に絶対にさ せてはなら ない。

背景③　 団員の疲労が蓄積し 、 体力が競技練習に持ちこ たえら れない

対　 策： 　 団員は、 集中的に行われる 競技練習に耐え得る だけの基礎体力を つける 必要があ

る 。 ま た、 練習の前後には、 入念な準備運動や整理運動を必ず行う べき である 。

背景④　 健康状態が悪く ても 参加せざるをえない雰囲気が団内に醸成さ れる

対　 策： 　 操法競技が過熱化する あま り 、 地域代表をかけた練習での選手の肉体的、 精神的

負担は大き く なっ ている 。 団員の負担を 軽減し 、 事故を 防止する には、 訓練指導者

だけでなく 、 消防団長や市町村長の安全に対する 意識を 改革する こ と が極めて重要

である 。
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《 ポンプ操法訓練中の脳血管疾患・ 心臓疾患事故の防止策》

　 訓練によ って死者を出すなど 、 決し てあってはなら ないこ と である 。 ポンプ操法訓練での

死亡事故を防ぐ ため、 安全管理者や訓練指導者はも ちろん、 参加団員も 次に掲げる 防止策を

実践し て、 万全を期し てほし い。

①　 健康診断を定期的に受ける

　 健康診断で次の所見がある 者は、 訓練前に医師の診察を受け、 異常のないこ と を確認し て

おく 。 確認ができ ていない者は参加さ せない。

②　 自己の健康管理を怠ら ない

　 自覚症状のチェ ッ ク を行い、 次のよ う な場合には訓練への参加を見合わせる 。

　 ま た、 生活状況のチェ ッ ク を行い、 次のよ う な場合には訓練への参加を見合わせる 。

　 訓練中に次のよ う な症状を自覚し た場合には、 訓練途中であっても すぐ に休む。

③　 訓練当日に参加者の体調をチェ ッ ク する

　 安全管理者、訓練指導者は、必ず①を確認する 。 ②についてはその場で申告する よ う 促す。

その際、 顔つき や顔色、 話し 方など がいつも と 変わら ないかを個別に確認する。 なお、 p.39

の「 訓練時のヘルス ・ チェ ッ ク シート 」 を参照さ れたい。

④　 準備運動、 整理運動を十分に行う

⑤　 その他の注意事項

・ 早朝訓練では準備運動を欠かさ ない。 適度に水を飲むよ う に心がける 。 空腹の状態にし な

い。 早朝の時間帯に身体を慣ら す

・ 寒冷時の訓練では、 いき なり 戸外に出ない

・ 寒暑に適し た衣服を身に着ける

・ 初心者へ配慮する （ 初心者は精神的なプレッ シャ ーから 無理をし がちになる ）

●高血圧症、 不整脈、 脂質異常症、 糖尿病、 痛風　 ●肥満

●胸痛、 動悸、 息苦し さ 　 ●頭痛、 めま い、 耳鳴り 　 ●微熱、 だる さ 、 疲労感

●睡眠不足、 過労　 ●前夜の多量飲酒

●胸痛、 動悸、 息苦し さ 　 ●頭痛、 めま い、 耳鳴り 、 脱力感、 四肢のし びれ、 下肢のも

つれ　 ●熱感、 過度の疲労感、 吐き 気　 ●いら いら し て落ち着かない、 集中でき ない



3　 機械・ 器具を整備する

　 過去に行っ たアンケート 調査結果によ れば、 12% は不十分な装備によ る 事故だった。 背後

には、保安帽や鋼板入り 長靴など を配備し ていない市町村の状況がある 。 最前線の情報収集、

指揮命令の徹底と 効率的な活動、 危険情報の迅速な浸透などのために、 無線機器の整備も 欠

かせない。 地域の災害特性に応じ た装備も 重要である 。

（ １ ） 頭・ 手足を万全に保護する

　 こ の調査では、 負傷事故1136件のう ち140件（ 約12% ）は、 不十分な装備のために頭や手足

を 負傷し たも のである 。 当時は、 市町村の22.7% は保安帽が未整備で、 火災現場など では素

手や軍手、 運動靴などの軽装で活動し ている 消防団も あった。

　 災害活動は、 安全保護具を完全に装着し て行う こ と を基本と する 。 消防団員の安全に必要

な資機材を整備する のは、 市町村の責務である 。 負傷し たら 機械器具装備を扱えなく なる の

で、 身体を保護する ための装備品は、 機械器具等の予算を割いてでも 優先し て整備する べき

である 。

（ ２ ） センサー、 感知器を使う

　 地域の第一線で活躍する 消防団は、 常備消防と 連携し て活動する のが一般的だが、 状況に

よ っては消防署隊に先着し て屋内進入によ る 消火活動や人命救助など を行わなければなら な

い場合も ある 。 過去に基金が取り 扱った事例のなかには、 次のよ う なケース があった。

　「 工場火災で筒先担当員と し て注水中、 漏電によ って感電し た」

　「 建物屋内で消火活動中、 濃煙にま かれて気道熱傷等を負った」

　 屋内進入などの活動をする こ と がある 団は、 こ う し た事態を想定し て、 センサー、 危険感

知器などの安全保護具を整備する こ と が望ま し い。

（ ３ ） 無線機器を整備する

　 消防団員が災害現場で安全かつ迅速、 的確に防災活動を遂行する には、 正確な情報収集と

命令伝達ができ る シス テムが欠かせない。 特に放射性物質、 爆発危険物、 劇毒物など のある

現場では、 迅速にすべての団員に状況を周知徹底する こ と が重要である 。

　 ま た、 林野火災や風水害など の広域にわたる 災害現場では、 部隊間の情報交換によ る 緊密

な連携が必要になる 。 そのためには、 携帯用無線機、 車載用無線機、 無線受令機など の防災

活動の神経系と も 言う べき 無線機器の整備が必須である （ 図９ ）。
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（ ４ ） 地域の災害特性に応じ て装備する

　 過去のアン ケート 調査結果を 見る と 、「 自分たちの地域にど んな災害が起こ る か」 と いう

質問に対し て、 指揮者団員のほぼ10人に１ 人が、 一般団員の４ 人に１ 人が「 考えたこ と がな

い」 と 答えている 。 ま た、 地域の災害特性と し て「 林野火災」 と 答えた消防団に対し て、 林

野火災用の装備の充足度を 尋ねたと こ ろ、「 配備し ていない」 消防団（ 36.8％） が「 おおむ

ね充足し ている 」 消防団（ 5.3％） を大幅に上回った。

　 災害の種類によ って防災活動の対応は異なり 、 装備品も 違ってく る 。 消防団員が地域に起

こ り 得る 災害について共通の認識を持つと 同時に、 災害特性に応じ た装備・ 資機材の整備が

求めら れる 。

（ ５ ） 資機材の点検、 維持管理を怠ら ない

　 資機材の定期的、 計画的な点検整備は、 災害活動現場を安全かつ適切に遂行する ために欠

かすこ と のでき ない基本的作業である 。 基金が取り 扱った事例のなかにも 、 資機材の不備が

原因と 思われる 次のよ う な事故がある 。

　「 消防車両の後部荷台に足をかけたと き 、 荷台にオイ ルがこ ぼれていたので滑り 、 転倒」

　「 ホース を 取り 出そう と し て抱え上げたと き、 ホース が緩んでいたので、 弾みで結合金具

が頭部に当たった」

　 こ う し た事故を防ぐ には、 日ごろ不良箇所の発見に努める こ と が第一である 。 特に、 保安

上重要な物品に欠損や脱落、緩みなど があった場合は、重大な事故につながる 可能性が高い。

常に万全の状態を保つよ う に整備を行い、 機能の不備を見逃さ ないこ と が肝要である 。

図９

消火用器具

破壊用器具

その他の器具

無線機

資機材と 事故と の関係（ ％）

0 ％ 2 0 ％

5 5 .0

5 4 .5

2 0 .0 2 0 .0 5 .0

2 .2

9 .1

4 2 .2 1 5 .6 2 .2 6 .7 2 0 .0 1 1 .1

8 3 .3 1 6 .7

1 8 .2 1 8 .2

4 0 ％ 6 0 ％ 8 0 ％ 1 0 0 ％

装備が配備さ れていれば、防ぐ こ と ができた可能性がある

装備は配備さ れていたが、使用さ れていなかっ た

点検・ 整備が不十分だっ たため機能し なかっ た

装備は配備さ れていたが、使い方が悪かっ た

操作性を優先し たため、装備の改造が行われていた

装備は配備さ れていたが、装備品の内容・ 質が不十分だっ た

その他

わから ない
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4　 指揮命令を 徹底する

　 指揮者の最大の使命は、 消防団員の安全を確保し て任務を完了する こ と にある 。 災害現場

での指揮命令は、 上下の相互信頼関係が前提である 。 ま た、 命令は、 団員が一般的に予測し

う る 状況に即し たも のでなければなら ない。 そのためにも 、 指揮者は、 全体を見通す目と 局

面を見る 目の両方を持つ必要がある 。

（ １ ） 指揮命令一本化のルール

　 災害活動は、 頂点に立つ指揮者の強力な統制の下で、 役割分担に従って迅速に進める 。 指

揮者と し て同じ 教育を受け同様の訓練を行っても 、 実際の現場に立つと 人によ って対処法が

違う こ と は多々ある 。 こ のため、 現場活動に従事する 消防部隊が無用な混乱に陥ら ないよ う

に、 指揮者は常に一人でなく てはなら ない。

（ ２ ） 指揮者の使命は部下の安全確保

　 指揮者が災害現場で消防団員を指揮、統率する 力は、上下の信頼関係によ って発揮でき る 。

日ごろの信頼感があって初めて団員に指揮に従おう と いう 気持ちが生ま れる 。

　 現場での命令は、 事前の教育訓練によ り 理解さ せたう えで行う のが基本である 。 現場で命

じ ら れる 活動内容は、 一般的に予知し 得る 災害状況に即し たも のでなければなら ない。 災害

現場で要求さ れる 指揮行動は、 現場状況に応じ た手段と 方法を具体的に団員へ示し 、 素早く

着手さ せる 。 災害活動中は変化を予測し 、 管理下にある 団員の安全を確保する こ と が指揮者

の最大の使命になる 。

（ ３ ） 全体と 局面を同時に見る　 〜指揮者の心得〜

　 災害現場における 指揮者の心得を以下に掲げる 。

　 ①情報収集と 状況分析を行う

　 ②決断は柔軟かつ細心に行う

●一局面、 小事にと ら われないで総合的な状況把握に努める 。

●「 人命危険」、「 活動危険」、「 拡大危険」 に関する 情報を最優先する 。

●情報の誇張及び悲観的表現はし ない。

●場合によ っては立場にこ だわら ないで現場に精通し た者に任せる 。

●事態の推移を予測し て決断を行う 。

●事態の急変に合わせ、 臨機応変に新たな決断を行う 。
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　 ③指示は任務と 責任を明確にし 、 全員に徹底する

　 ④安全管理は厳し く 行う

　 ⑤報告を徹底さ せる

　 ⑥団員の士気と チームワ ーク に配慮する

（ ４ ） 情報収集・ 伝達態勢を確立する

　 災害現場での重大な公務災害は、 団員が単独で活動し ている と き に起き やすい。 指揮者は

災害活動中の団員の部署・ 位置など を指揮者みずから 確認する と と も に、 指示、 命令事項を

伝達し 、 節目節目で報告を求める など 、 団員の動静と 災害の状況を常に掌握する 。 ま た、 専

任の安全管理要員及び連絡要員を指定する など、 情報収集・ 伝達態勢を確立する 。

●時機を失する こ と なく 、 必ず報告をさ せる 。

●団員が極度に疲労し て いる 場合や活動内容に不安を 持っ て いる 場合は、 上位の者

　が自ら その活動を行う 。

●相互の「 信頼感」「 連帯感」 を大切にする 。

●随時、 全体ミ ーティ ングを行い、 ス ト レ ス を解消さ せる 。

●「 災害活動の進捗状況」、「 人員の過不足」、「 危険性」、「 疲労度」、「 心理状態」 に十分

配慮する 。

●長期戦になり そう なと き は態勢を検討する 。

●適宜、 全体の情報を伝達し 、「 安心感」、「 達成感」 を持たせる 。

●特に危険性の高い災害現場では、 行動を厳し く 統制する 。

●公務災害が発生し たと き は、 速やかに事態を収拾する 。

●必要な活動を確定し 、 それぞれ担当者を決定する 。

●下位の者に判断の余地を与える 。 無理な指示を出さ ない。

●重要な指示は災害現場の全員に徹底さ せる 。 伝達確認を行う 。

●任務と 責任を明確にする 。 あいま いな指示を出さ ない。

●緊急時は現場に直接指示する 。

●指示は具体的に行う 。 一度に多く の指示を 出さ ない。 団員の能力を 考慮する 。 と き に

は復唱さ せる 。
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5　 安全の雰囲気を 作る

　 組織の安全を確保する には、 ト ッ プ層の“ 安全哲学” が重要である 。 消防団員に対する 安

全教育だけでなく 、 基本理念や行動指針などの形で明文化し 、 安全に対する 姿勢を明確に伝

える 。 日常的には、 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 体験や軽傷事故事例などについて、 チーム内で報告する

雰囲気を作り 上げる 。 こ う し て事故防止のための“ 安全文化” を醸成し ていく 。

（ １ ） ト ッ プの『 安全宣言』

　 市町村長や団長、 分団長、 部長などの間で安全に対する 認識（ 内容や水準） に差異がある

と 、 組織全体の活動にばら つき が生じ る 。 活動のばら つき は、 事故発生の危険をも たら す。

　 ト ッ プ間で消防団員の安全に対する 認識を 統一し 、『 安全宣言』 など 明確な形で全団員に

伝え、 安全の意識を高めていく 。 こ のこ と が組織内の雰囲気を刷新さ せ、 活性化さ せる う え

で大き な意味を持つ。

（ ２ ）“ 報告する文化” を作る

　 第３ 章で述べたヒ ヤリ ・ ハッ ト 体験は、 事故防止のための貴重な情報源である 。 大き な事

故が発生する 背後には、 必ずヒ ヤリ ・ ハッ ト 体験が存在する と いわれる 。 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事

例をつぶさ に分析する こ と によ って、重大事故を防止する 重要なポイ ント が見えてく る 。「 体

験」 と いう なにも のにも 代えがたい財産を無駄にし ないためには、 個人個人の体験をオープ

ンに「 報告する 文化」 を消防団の内部に作り 上げる 必要がある 。

　 ヒ ヤリ ・ ハッ ト の報告は、 ミ ス を犯し た責任者を追及する ために行う のではない。 個人の

体験を 全団員の安全活動に生かすこ と が目的である（ p.46〜47の資料６ 「 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事

例報告の例」 を参照）。

（ ３ ）“ 安全の哲学” と 地域の理解

　 地域住民と の関係が深い消防団員は、 住民の期待に応えよ う と 、 災害現場で能力の限界を

超えた活動を行いがちになる 。 そこ で必要なのは、「 安全と 危険のバラ ンス をど う と る のか」

と いった“ 安全の哲学” である 。 指揮者団員は、 広い視野に立って安全の哲学を持ち、 現場

でと っ た決断によ っ て生じ た結果は、 市町村長、 消防団長が責任を 負う こ と と なる。 ま た、

こ のよ う な消防団の安全の哲学が地域社会に理解さ れる こ と も 大切である 。
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事故発生後の対応策

第
５
章

1　 事故の被害を 局限に抑える

　 防災活動中の消防団員に事故が発生し たと き は、直ちに活動を中断し 、被災団員を救出し 、

救命措置を主眼と し た救急活動を最優先に行う 。 次いで、 態勢を立て直す。 的確な事故報告

を行い、 よ り 多く の情報を基に事故の原因を究明し 、 状況を冷静に確認する 。 一連の活動は

迅速に行わなければなら ない。

（ １ ） 即時救急態勢を万全に

　 事故発生後は、 他のすべての業務に優先し て被災団員を救出し 、 救命措置を主眼にし た救

急活動を行う 。 救命活動は、 被災団員がたと え心肺停止と なっても 、 医師の判断がある ま で

行う 必要がある 。

（ ２ ） 防災活動の継続と 事故報告

　 災害は救出活動中にも 拡大する 。 救出後は部隊を増強し て態勢を立て直し 、 冷静に継続し

なければなら ない。

　 事故が起き たと き は、 途中を経由し ないで、 現場のト ッ プへ事故の経過と 概要を報告する

こ と が第一である 。 経過等が不明な場合はと り あえず「 事故があった」 こ と だけを直接報告

する 。 ま た、現地での対応は本部と の連携に努め、現地の判断だけで対応する こ と は避ける 。

（ ３ ） 活動状況を確認する

　 殉職を 伴う よ う な大事故は、 内容によ っ て管理者の責任が問われかねない事態にも なる 。

それだけに事故調査は慎重かつ総合的に行う 必要がある 。

　 事故原因が推定さ れたら 、 活動状況を 確認し 、 ま ず、 現場を 統括し た指揮者に報告する。

次いで、 市町村の管理者、 議会等の関係者向けに統一見解と し てま と めて報告し 、 必要に応

じ て報道機関に公表する 。
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2　 教訓を 次に生かす

　 事故の発生原因は人、 機械、 環境、 任務、 管理の5つの因子（ ５ Ｍ） に分類でき る 。 いく

つかの因子が連鎖し ている 場合も あり 、 事故から 教訓を導く には背後の要因をすべて探る こ

と がポイ ント になる 。

（ １ ） 事故の背後に隠れた原因を探る

　 公務災害を減ら すには、 事故の発生原因を正し く 理解し 、 その教訓を再発防止策へ結びつ

けていく こ と が重要である 。 事故は単一の原因によ って起こ る も のではない。 直接的な原因

をと ら える だけでなく 、 背後に隠れた幾つも の因子の連鎖を探り だし 、 背後要因のすべてに

対し て対策を講じ ていかなければなら ない。

（ ２ ） 事故調査から 再発防止の教訓を導く

　 事故が発生する と 事故調査が実施さ れる。 ただし 、 従来の事故調査は、「 責任の追及」 に

重点が置かれたも ので、 再発防止に役立つ調査結果が得ら れている と は言いがたい。 再発防

止のための事故調査に必要なのは、 責任追及でなく 、“ なぜ、 発生し たのか？” と いう 「 原

因追求」 の視点から 問題を把握し よ う と する 態度である 。

　 個々の消防団員にと って、 事故はめったに起き る も のではない。 それぞれの団員が経験し

た事故を再発防止の観点から 調査し 、 そこ から 得ら れた再発防止のノ ウ ハウ を全国の団員が

教訓と し て広く 共有し たい。

（ ３ ） 事故分析はこ う する

　 原因追求型の事故分析を行う 手法は、 さ ま ざま に開発さ れている が、 その一つにバリ エー

ショ ン・ ツ リ ー法（ VT法） がある 。 こ の方法は実際に起き た災害について、 因果関係に基

づいて要因を整理し 、 ど こ に問題点が存在し たかを分析する 手法である 。

　 時間の流れに沿って要因を抽出する こ と によ って、事故発生ま での経緯を漏れなく 整理し 、

事故発生のメ カニズムの全体像を把握でき る と いう 特長がある 。具体的な進め方を資料７「 事

故分析手法の具体例」（ p.50〜52） に紹介し たので、 参考にさ れたい。
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3　 被災団員、 遺族に誠意を 持っ て当たる

　 組織は、 消防団活動中にけがをし たり 殉職し たり し た消防団員に対し て、 どのよ う な関わ

り 方が望ま し いのか。 殉職団員の遺族に対し ては、 なる べく 専任の担当者を配属し 、 丁寧な

説明と 対応が必要である 。 事故調査で知り 得た情報については、 不信感を 抱かれないよ う 、

遺族へ報告する 。

（ １ ） 被災団員、 遺族への対応は丁寧に

　 団員が事故に遭ったと き 、 事務担当職員の被災団員や遺族への対応に問題がある と 、 不信

感が生ま れる 。 事務担当職員は、 日ごろから 危機管理の一環と し て、 殉職をはじ め事故発生

後のさ ま ざま な対処の仕方を検討し ておく 必要がある 。

　 特に遺族の場合、 家族を失ったショ ッ ク から ス ト レ ス 反応が起き 、 不安や怒り 、 希望喪失

感など さ ま ざま な情動に襲われて、 精神的に極めて不安定な状態に陥る こ と が多い。 質問や

要望にはでき る 限り 丁寧に対応する 。 でき れば専属の担当者を配属する こ と が望ま し い。

　 ま た、 事故調査を行う と き には、 調査で知り 得た情報は調査目的以外に使用し ないこ と を

明確に伝える 。 調査の結果判明し た事実は、 マス コ ミ などへ公表する 前に、 遺族等へ報告を

行う 。

　 事故に含ま れる 貴重な教訓を日ごろの訓練に生かし 、 以後二度と 同様の事故を起こ さ ない

よ う 、 再発防止に役立てていく こ と が管理者の使命である 。 事故に学び、 事故の体験を無駄

にし ない具体的な取り 組みこ そ、 被災団員や遺族への慰めになる 。

（ ２ ） 事故後のアフ タ ーケアを怠ら ない

　 団員が公務災害を受けたと き 、 市町村は条例に基づいて補償を行う 。 し たがって事務担当

者は、 被災団員を傷病の治療の開始から 終了ま での間、 行政の管理の下に置かなければなら

ない。 被災団員が医師の診断を受けないで、 勝手に治療を中止する こ と のないよ う に、 本人

や医師と 密接な連絡を取る 。
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東日本大震災における教訓と 消防団の安全確保対策等

（ １ ） 消防団員に多く の犠牲者が出た要因

　 中間報告※で詳述し たと おり 、東日本大震災において、日頃から 火災等の災害現場で活動し 、

安全管理にも 注意し ていた多く の消防団員が殉職する 事態と なっ たが、 その要因と し て、 概

ね次のよ う なも のがあげら れる 。

　 ※「 東日本大震災を 踏ま えた大規模災害における 消防団活動のあり 方等に関する 検討会」

中間報告書（ 平成24年３ 月）

　 ①　 想像を超えた津波

　 　 　 今回の津波は、 国等の従来の想定を はる かに超える 規模の津波であっ たこ と 。 明治三

陸津波、 昭和三陸津波など を経験し た地域であり 、 日頃から 津波に対する 警戒感の強い

三陸地方の消防団員にと っても 、 想像を超える 大き さ の津波であった。

　 　 　 ま た、 津波警報の第一報において津波の高さ の予測が実際の高さ を 大き く 下回っ たこ

と や、 東日本大震災の発生２ 日前にも 三陸沖を震源と する マグニチュ ード 7.3の地震があ

り 津波注意報が発表さ れたが大き な被害がなかったこ と など も マイ ナス に作用し たも の

と 考えら れる 。

　 ②　 津波の最前線－危険がひっ 迫し た状況での対応力を超える任務

　 　 ア） 水門等の閉鎖

　 　 　 　 団員アン ケート （ 詳細は中間報告を 参照。 以下同じ 。） によ れば、 水門等の閉鎖及

び閉鎖確認作業を 任務と し ていた消防団員は、 全体の26% であった。 ま た、 それら の

団員が担当する こ と になっていた水門等の数は、 平均4.5箇所と なっており 、 最大13箇

所も の水門等を担当する こ と と なっ ていた団員も いた。 実際に対応し た水門等の数も

平均で2.9箇所にのぼった。

 

Ｑ 水門等の閉鎖及び閉鎖確認の担当数をお答えください？
（ ＝ ） ※事前割り当て数

Ｑ 水門等の閉鎖及び閉鎖確認の対応数をお答えください？
（ ＝ ） ※活動実績数
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図１ ０ 東日本大震災における水門等閉鎖活動の割り 当て及び実績

東日本大震災における教訓と 消防団員の安全確保対策等
「 東日本大震災を 踏ま えた大規模災害時における 消防団活動のあり 方等に関する 検討会」

報告書（ 平成24年8月） から 抜粋（ 消防庁）

資料２
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　 　 イ ） 避難誘導等

　 　 　 　 公務災害と さ れた消防団員のう ち、 約６ 割は住民の避難誘導や広報の活動中であった。

表６ 被災消防団員の活動状況（ 平成２ ４ 年５ 月３ １ 日現在）

活動状況 岩手県 宮城県 福島県 合計（ 人）

① 水門閉鎖

② 警戒・ 救助

警戒・ 救助等 (水門閉鎖後)
警戒・ 救助等 (避難誘導後)
警戒・ 救助等 (広報活動)

③ 避難誘導

避難誘導(水門閉鎖後)
避難誘導及び広報活動

避難誘導

④ 移動等

移動等(水門閉鎖後)
移動等(水門状況確認のため)

⑤ 出動途上

⑥ 避難等

避難等(水門閉鎖後)
避難等(避難誘導後)

合 計

（ 再掲） 水門閉鎖等に関係する も の

（ 注） 本表は、 被災消防団員の被災時における活動状況及びその直前の活動状況を当基金が関係組合・
市町村から の災害発生速報等に基づいて整理し たも ので、 精査の結果、 異動するこ と がある。

 

住民の避難・ 誘導及び救助に関する 事例
○ 避難誘導中に、 津波に足をと ら れ海に流さ れそう な人を発見、 消防車両に積載し てあっ た消防ホースを

使用し て救助し ていると き 、 再び襲っ てき た津波に巻き 込まれ３ 名が犠牲と なっ た。 （ 岩手県大槌町）

○ 避難広報中に寝たきり 老人宅から 助けを求めら れ、 避難介助し ていると き 、 津波に巻き 込まれ犠牲と

なっ た。 （ 宮城県仙台市）

○ 海岸近く にいる住民を避難所である小学校へと 消防団車両に乗せ往復し 、 ３ 度目に校舎の昇降口に着いた

と こ ろで津波に巻き 込まれた。 同乗し ていた住民は校舎内に避難し たが、 当団員は犠牲と なっ た。

（ 宮城県仙台市）

○ 災害時要援護者の避難や避難し ない住民の説得にあたっ ていた４ 名が津波に巻き 込まれ犠牲と なっ た。

（ 宮城県岩沼市）

○ 日本語が不自由な中国人研修生を含む多く の人々を的確な指示で避難場所まで誘導し た後 、 海岸付近を

見学し ている多く の人々に高台への避難を呼び掛けている最中に津波に巻き 込まれ犠牲と なっ た。

（ 宮城県女川町）

○ 避難場所の公会堂で一人暮ら し の移動困難な高齢者がいないのに気づき 、 他の団員１ 名と と も に高齢者宅

に救出に向かい、救出活動を行っ ていたと こ ろ 津波に巻き 込まれ高齢者と 団員２ 名の計３ 名が犠牲と なっ た。

（ 福島県南相馬市）

図１ １ 消防団員が犠牲と なっ た事例

 

　 　 ウ ） 消防団員に対する 過重な負担と 退避の基準の不明確

　 　 　 　 上記のよ う に、 消防団には、 地震発生から 津波到達ま でのわずかな時間に実に多く

の任務が課せら れていた一方で、 必ずし も 消防団員の退避の基準が明確に定めら れて

いなかった。
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図１ ２ 地震の大き さ 震度 の把握状況  
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図１ ３ 大津波警報発表情報の把握状況 図１ ４ 津波到達予想時刻の把握状況
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Ｑ あなたが避難するよう声をかけても、避難してくれなかった住民がいましたか？

 
図１ ５ 東日本大震災における避難誘導の呼びかけ
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　 ③　 情報の不足

　 　 　 　 団員アンケート によ れば、 東日本大震

災において地震発生時に震度の情報を 把

握でき た団員は69％、 大津波警報が発表

さ れたこ と を 把握でき た団員は75％であ

っ た。

　 　 　 　 さ ら に、 大津波警報を 把握でき た団員

のう ち、 津波到達予想時刻ま で把握でき

た団員は、 そのう ちの55％にと ど ま っ て

いる （ 全体のう ち津波到達予想時刻ま で

把握でき た団員は41％）。 消防団員の情

報の入手方法と し ては、 ラ ジオが最も 多

く 、 次いで防災行政無線と なっ ており 、

無線は少数にと ど ま っ ていた。

　 ④　 地域住民の防災意識の不足

　 　 　 　 団員アン ケート によ れば、 地震発生直後に避難誘導を 行っ た消防団員のう ち、「 避

難する よ う 声をかけても 、 避難し てく れなかっ た住民がいた」 と 回答し た団員が36％

いた（ 全員避難し てく れたと の回答も 41％）。 そのほか、 ハザード マッ プでの認知度

は住民、 団員と も に低かった。
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（ ２ ） 津波災害時の消防団員の安全確保対策

　（ １ ） で記述し た要因を踏ま え、 中間報告において以下の５ 点について、 提言し た。

　 　 ①　 気象庁をはじ めと する 関係機関は、 地震・ 津波の監視・ 観測体制の強化と 津波警報

の改善を行う 必要がある 。

　 　 ②　 市町村においては、 津波発生が予想さ れる 場合の消防団の活動・ 安全管理マニュ ア

ルを整備する 必要がある 。 その際、 地域ごと に、 地形の特性、 津波到達ま での予想時

間等を基に、 退避ルールの確立と 、 津波災害時の消防団員の活動を明確化する こ と が

必要である 。

　 　 ③　 国、 都道府県及び市町村は、 津波警報等の情報を確実に消防団員に伝達する ための

情報伝達体制の整備・ 確立を行う 必要がある 。 その際、 情報伝達手段の多重化・ 双方

向化を図る 必要がある 。

　 　 ④　 消防団員は、 普段の教育訓練を通じ て、 津波災害に対する 知識と 安全管理を高める

必要がある 。 国、 都道府県及び市町村はそのための教育訓練の機会を提供し なければ

なら ない。

　 　 ⑤　 津波に対し ては、 住民が率先し て避難する こ と が基本である。 そのため、 国、 都道

府県及び市町村は、 住民に対し て、 ハザード マッ プなどを活用し たリ ス ク コ ミ ュ ニケ

ーショ ン、 津波防災・ 減災に関わる 教育・ 訓練を行う こ と 、 避難場所や避難路の整備、

海抜表示板の設置など、 津波に強いま ちづく り を 進める こ と が必要であり 、 その際、

消防団など の活動の限界及び消防団の退避ルールについても 住民に十分周知し ておく

こ と が重要である 。

　 国、 都道府県、 市町村には、 それぞれの対策を着実に進めていただき たい。
 

津波災害時の消防団員の安全確保対策

①地震・ 津波の監視・ 観測体制の強化と 津波警報の改善
○ 津波予測、 観測の充実強化等（ 巨大地震ま で測定可能

な国内広帯域地震計、 沖合津波計の活用等）
○ 津波警報の改善

②退避ﾙー ﾙの確立と 津波災害時の消防団活動の明確化
■退避の優先（ 津波到達予想時間が短い地域は退避が

優先）
■津波災害時の消防団活動の明確化

関係機関や地域の協力を 得て、 消防団活動を真に必
要なも のに精査し 、 必要最小限に
○ 水門等の閉鎖活動の最小化⇒廃止や常時閉鎖等の

促進、 閉鎖作業の役割分担
○ 避難誘導活動等の最適化⇒住民の率先避難の周

知・ 徹底、 住民への情報伝達手段の整備、 避難路、
避難階段、 緊急避難場所の整備など、 津波に強いま
ちづく り を 促進

■津波災害時の消防団活動・ 安全管理マニュアルの作成

○ 退避のルールを確立。住民に事前に説明、 理解
○ 指揮命令系統（ 団指揮本部→隊長→団員） の確立

指揮者の下、 複数人で 活動
○ 水門閉鎖活動時など のラ イ フ ジャ ケッ ト の着用
○ 津波到達予想時刻を基に、 出動及び退避に要する時

間、 安全時間を踏まえ、 活動可能時間を 設定。 経過し
た場合は直ちに退避（ ｢活動可能時間の判断例｣を
参照）

○ 隊長等は、 活動可能時間の経過前でも 、危険を察知
し た 場合は、 直ちに退避命令

⑤住民の防災意識の向上、 地域ぐ る みの津波に強いま
ちづく り
○ 市町村は、地域住民、 自治会、 自主防災組織などと一

緒に地域ぐ るみで具体的な避難計画を作成（ 消防団の退
避ルールを 説明）

○ 市町村は、 都道府県と 協力し ながら 、避難路や津波避
難ビ ル等の整備を 促進

③情報伝達体制の整備と 情報伝達手段の多重化
○ 指揮命令系統に基づく 情報伝達体制の整備
○ 各隊への双方向の情報伝達手段の確保
○ 情報伝達手段の多重化（ 車両を離れて活動する 団員、

参集途上の団員を 考慮）

④消防団の装備及び教育訓練の充実
○ 安全靴やラ イ フ ジャ ケッ ト 等、 消防活動上必要な安全装
備について整備

○ 安全管理マニュ アルなどを 消防団員に徹底する ための
訓練の積み重ね。 国や都道府県は取組を 支援

 
図１ ６ 津波災害時の消防団員の安全確保対策

（ 中間報告の概要から 抜粋）
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　 ま た、 中間報告で詳述し たと こ ろではある が、 改めて以下の２ 点を強調し ておき たい。

（ ３ ） 消防団員の惨事スト レス対策

　 東日本大震災において、消防団員は津波の最前線での活動によ り 多く の仲間を失ったほか、

地震・ 津波によ り 破壊さ れた住宅等の瓦礫の中など で人命検索や遺体搬送など 長期にわたり

過酷な活動に従事し たこ と から 、 惨事ス ト レ ス の発生が危惧さ れる 状況にあった。

　 こ のため、 消防庁と （ 財） 日本消防協会が共同事業と し て、 心のケアの専門家を 派遣する

など の対策を 講じ ている と こ ろ である が、 引き 続き 、 中長期的な視点を含めた対策の検討が

必要である 。

⇒参考 「 大規模災害時に係る 惨事ス ト レ ス 対策研究会」 …………… 略

⇒参考 「 津波警報改善の方向性」 …………………… 略 「 大規模災害発生時における 消防本部の効果的な初動活動

「 Ｇ Ｐ Ｓ 波浪計によ る  津波観測」 …………… 略 のあり 方について（ 通知）」 …………………………………  略

「 水門等の自動化 ・ 遠隔操作等」 …………… 略 「  津波避難対策推進 マニュ アル検討会」 …………………  略

「 津波防災地域づく り に関する 法律の概要等」 略

　 津波災害にあっ ては、 消防団員を 含めたすべての人が『 自分の命、 家族の命を 守る 』

ため、 避難行動を 最優先にすべき であり 、 消防団員が自ら の命を 守る こ と がその後の消

防活動において多く の命を救う 基本である こ と を、 皆が理解し なければなら ない。

　 市町村においては、 地域住民、 自治会、 自主防災組織など と 一緒になっ て、 地域ぐ る

みで具体的な避難計画を 作成する こ と が重要である 。 その中で、 消防団員等の津波被害

時の活動・ 退避ルールについて説明し ておく こ と 、 地域住民等の協力を 得ながら 災害時

要援護者が短時間で退避が可能と なる 方策（ 個別プラ ン の作成、 車両の活用、 安否確認

の方法の事前ルール化など） をあら かじ め定めておく こ と が重要である 。
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第３ 部　 消防職団員に対する惨事スト レス対策の課題と 運用

第１ 章　 消防職団員の惨事スト レス対策

第１ 節　 惨事スト レス対策の理念等

　 惨事ス ト レ ス 対策を実施する にあたっては、 改めてその基本的な考え、 いわゆる 「 理念」

を認識し ておく こ と が大切である 。

　 惨事ス ト レ ス 対策の理念は、 災害救援者が職務の中で受ける 精神的衝撃から の回復を 増

進し 、 Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ 等の発症を予防する と と も に、 ハイ リ ス ク 者を早期発見し ケアを 行う こ と

で、 惨事を経験し た者の経験が、 その後の活動を 阻害する のではなく 、 高めていく も のと

なる よ う にする こ と である 。

　 あわせて、 対策を 進める にあたり 、「 労う （ ねぎら う ）」 こ と 、「 支え合う 」 こ と を 念頭

に置く 必要がある 。

　 過酷な災害現場活動においては、 組織ある いは上司から の対応や言葉で隊員が励ま さ れ

る こ と は少なく ない。 組織が自分たちを 守っ てく れる 、 バッ ク アッ プし てく れる と いう 思

いは、安心感につながり 心理的なス ト レ ス を軽減する こ と と なる 。こ れが「 労う（ ねぎら う ）」

こ と である 。

　 ま た、 惨事ス ト レ ス の発生が危惧さ れる 場合、 その苦し みは簡単に消失する も のではな

く 、 いつま でも 続いてし ま う 。 そこ で、 その経験をし た者のみでなく 、 周囲の同僚や家族

等も 惨事ス ト レ ス が及ぼす影響を理解し 、 その対処法を知る こ と が、 回復の増進につなが

っていく 。 こ れが「 支え合う 」 こ と である 。

　 さ ら に、 惨事ス ト レ ス と は何かと いう こ と を 知り 、 自ら の状態について知る こ と が惨事

ス ト レ ス 対策の第一歩である 。

　 こ う し た惨事ス ト レ ス 対策の理念等を 十分に認識し たう えで実行に移すこ と が、 よ り 効

果的な惨事ス ト レ ス 対策の推進にあたり 重要である 。

第２ 節　 消防職員に対する惨事スト レス対策（ 略）

第３ 節　 消防団員に対する惨事スト レス対策

　 こ れま で消防団員に対する 惨事ス ト レ ス 対策への関心が寄せら れる こ と はほと んど なか

っ た。 し かし ながら 、 東日本大震災において、 住民の避難誘導や水門閉鎖等の業務に従事

し た254名（ そのう ち公務災害補償請求認定は198 件） の消防団員が津波等によ り 死亡・

行方不明と なり 、ま た、多く の消防団員が、自ら も 被災者である にも かかわら ず、避難誘導、

水門閉鎖、 消火活動、 救助活動のほか、 行方不明者の捜索、 安置所への遺体搬送及び避難

所運営など 発災直後から 非常に凄惨な災害現場で長期間にわたっ て活動し たこ と から、 今

なお惨事ス ト レ ス によ る Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ の発生が危惧さ れる 状況にある。 今後は、 消防団員にあ

っても 消防職員同様に惨事ス ト レ ス 対策を進めていく 必要がある 。

資料３
消防団員の惨事スト レ ス対策

「 大規模災害時等に係る 惨事ス ト レ ス 対策研究会」 報告書（ 平成25年3月） から 抜粋（ 消防庁）
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第４ 節 惨事スト レス対策の体系等

　 本研究会は、 緊急消防援助隊の出動を 要する よ う な大規模災害時等の惨事ス ト レ ス 対策

を 中心に研究し てき たが、 大規模災害時等における 惨事ス ト レ ス 対策も 、 平常時（ 災害発

生前） の惨事ス ト レ ス 対策（ 教育や普及・ 啓発等の事前予防対策） や通常災害時の惨事ス

ト レ ス 対策と 密接に関連し ている も のである 。 つま り 、 平常時（ 災害発生前） や通常災害

時の惨事ス ト レ ス 対策が、 大規模災害時等の惨事ス ト レ ス 対策へと 段階的につながっ てく

る も のと 考えら れる 。 そのため、 平素から 惨事ス ト レ ス 対策の取組を 構築・ 整備し 、 大規

模災害等が発生し た場合、 迅速に対応でき る 体制づく り を推し 進めていく こ と が重要であ

る 。

　 具体的な惨事ス ト レ ス 対策の内容と し ては、 各地域の実状に応じ て専門家によ る 研修、

個別相談、 カウ ン セリ ング等が行われ、 必要な場合には継続的な支援・ 治療へと つなげら

れる よ う な取組が行われている 。

　 なお、 惨事ス ト レ ス 対策と し てのグループミ ーティ ン グについては、 種類（ 一次ミ ーテ

ィ ング・ 二次ミ ーティ ン グ） や形式等にと ら われる こ と なく 、 消防職員間の情報共有やコ

ミ ュ ニケーショ ン の一環と し て実施する も のと し 、 強制的・ 一律的に参加さ せたり 、 感情

を 表出する よ う な発言を無理やり さ せる 方法で実施し てはなら ない。 ただし 、 心理的問題

について相互に理解する 機会と し ては有意義である と 考えら れる。 ま た、 二次ミ ーティ ン

グ（ デブリ ーフ ィ ング） については、 その効果を否定する 学説にも 配慮する 必要がある 。

 
【イメージ図】 

多

少

大規模災害時等

（緊急消防援助隊等の出動を要するような災害）

通常災害時

平常時（災害発生前）

頻度

（図 １ ７ ）惨事ストレス対策に関するイメージ図 
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第２ 章　 平常時（ 災害発生前） における惨事スト レス対策

第１ 節　 消防本部（ 略）

第２ 節　 消防団

2-1　 惨事スト レス対策の周知及び普及・ 啓発

　 本研究会において実施し た被災３ 県の消防団を 対象と し たアン ケート 調査（ 以下、「 消

防団調査」 と いう 。） によ れば、 消防団員から 寄せら れた惨事ス ト レ ス に関する 意見・ 要

望については、「 消防団員に対する 惨事ス ト レ ス 対策が必要である 」 と 回答し た消防団が

14団（ 10.4％） である 一方で、「 意見・ 要望等は出さ れていない」 と 回答し た消防団は115

団（ 85.8％） と なっ ている 。 ま た、 東日本大震災後の惨事ス ト レ ス 対策の実施状況につい

ては、 18団（ 13.4％） が実施し たのみである 。 こ のこ と は、 そも そも 惨事ス ト レ ス 対策と

いう 概念が消防団組織内に浸透し ていないこ と を 示すも のと 解さ れる。 し たがって、 消防

団員も 惨事ス ト レ ス を 受ける と いう 認識を広める と と も に、 消防学校における 教育訓練及

び消防団における 研修等において惨事ス ト レ ス 対策について周知し、 普及・ 啓発を 図る 必

要がある 。

2-2　 消防団員の家族及び地域住民に対する惨事スト レスの周知及び理解

　 消防団員の家族も 、 消防職員の家族と 同様に惨事ス ト レ ス に関する 知識や対処方法の周

知を図る 必要がある 。 ま た、 消防団員は、 地域住民の一人でも ある ため、 ケアを 受ける に

際し て周囲の目が気になる と いう 声も 聞かれる 。 こ う し たこ と から 、地域住民に対し ても 、

消防団員の惨事ス ト レ ス に対する 理解を図る 必要がある 。

　 なお、 本研究会において実施し た被災３ 県の消防団員を 対象と し たアンケート 調査（ 以

下、「 消防団員調査」 と いう 。） によ る と 、「 住民から の労いや感謝に力づけら れた」 と の

回答が69.4％、「 家族から の慰労に力づけら れた」 と の回答が69.1％と なっ ている こ と にも

留意し たい。

第３ 節　 都道府県等（ 略）

第４ 節　 消防庁（ 略）
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第３ 章 通常災害時における惨事スト レス対策

第１ 節　 消防本部（ 略）

第２ 節　 消防団

2-1　 地域における惨事スト レス対策の実施

　 消防団員が惨事ス ト レ ス の発生が危惧さ れる 災害現場において活動し た場合には、 消防

職員と 同様に心身の健康状態の把握及び状況に応じ た専門家によ る 支援が必要と なる。 特

に消防団員の場合は、 惨事ス ト レ ス の存在について把握し ていない場合も 考えら れる こ と

から 、 慎重な対応が不可欠である 。 なお、 ケアにあたっては、 地域メ ン バーを活用し 、 専

門家の派遣を要請する 必要がある 。

第３ 節　 都道府県等（ 略）

第４ 節　 消防庁（ 略）

第４ 章　 大規模災害時等における惨事スト レス対策

第１ 節　 消防本部（ 略）

第２ 節　 消防団

2-1　 東日本大震災における被災地の消防団員の惨事スト レスの状況

　 東日本大震災以前は消防団員に対する 惨事ス ト レ ス 対策を 実施し た例は皆無に等し く 、

本震災によ り 初めて消防団員の惨事ス ト レ ス 対策の必要性が指摘さ れる こ と と なっ た。 消

防団員調査によ れば、 沿岸部の消防団員を 対象と し たＫ ６ によ る 調査では、「 う つ病や不

安障害が強く 疑われる 状態」 と 判断さ れる 13点以上の消防団員が5.8％おり 、 ま た、 Ｉ Ｅ

Ｓ -Ｒ によ る 調査では、「 Ｐ Ｔ Ｓ Ｄ のリ ス ク が高い」 と 判断さ れる25点以上の者が22.8％に

のぼっている 。

2-2　 被災地の消防団員への惨事スト レス対策の実施

　 東日本大震災後の消防団員に対する 惨事ス ト レ ス 対策については、 厚生労働省と 連携協

力し 、 被災地で活動し ている 「 心のケアチーム（ 避難所の巡回等を行う 、 精神科医、 精神

保健福祉士等によ り 構成さ れる チーム）」 の支援が受けら れる よ う 対応を図った。

　 し かし ながら 、 津波によ り 甚大な被害を 受けた沿岸部市町村においては、 各種の災害対

応関係業務に追われる など 、 消防団員への惨事ス ト レ ス への対応は困難な状況であっ た。

そこ で、 消防庁と 財団法人日本消防協会が協定を 結び「 緊急時メ ン タ ルサポート チーム 」

を 派遣し 、 消防庁メ ン バーによ る 講義を中心に惨事ス ト レ ス 対策を実施し たが、 個別面談

等の個人への支援を 希望する 消防団は非常に少ない状況であっ た。 そも そも 消防団員は、

地域に居住し 、 生活し ている 一住民であり 、 他に生業を有し ている ため容易に集合する こ
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と ができ ないこ と や消防団員の活動自体が地域に密着し たも のである こ と から、 被災地に

おいて消防団員を 対象と し た個別面談等の支援を 実施し ても 、 プラ イ バシーが十分に確保

さ れない限り 、 自ら 支援を受けよ う と はし ないも のと 思われる。 消防団員調査から も 、 心

理的支援に関する 希望については、「 受けたいと は思わない」 と 回答し た消防団員の割合

が52.6％であっ たのに比し 、 消防団の詰所等で実施し た場合の心理的支援に対する 希望に

ついては、「 受けたいと は思わない」 と 回答し た消防団員の割合が46.0％に減少し ている こ

と から も 、 被災地の消防団員の惨事ス ト レ ス に対する 支援を 行う 場合は、 可能な限り 消防

署や消防団の詰所等において実施する など 、 いわゆる アウ ト リ ーチ（ 現場に出向く 方式）

によ る ケアを中心に検討し なければなら ない。 こ う する こ と で、 よ り 多く の消防団員が惨

事ス ト レ ス に関する 支援を 受ける こ と ができ る も のと 期待さ れる。 ま た、 惨事ス ト レ ス に

関する 普及・ 啓発にあたっ ては、 災害活動に従事し た誰も が惨事ス ト レ ス の影響を 受ける

可能性があり 、 その影響は異常な状況における 正常な反応である と いう こ と を認識さ せる

必要がある 。

　 なお、 先述のと おり 被災地においては専門家の確保が困難である こ と から、 被災地の消

防団員の惨事ス ト レ ス 対策については、 消防庁が「 緊急時メ ン タ ルサポート チーム 」 を 派

遣し 、 消防庁メ ンバーが対応する 必要がある 。 ま た、 消防職員と 同様に医療機関等の受診

を 勧めら れた消防団員が受診を はばかる こ と のないよ う 、 都道府県の担当機関等と 連携を

図り ながら 、 都道府県レ ベルで対応する 必要がある 。

第３ 節 都道府県等（ 略）

第４ 節 消防庁（ 略）



　 リ ーダー団員は、 訓練開始前に、 訓練に参加する 全団員の健康チェ ッ ク を 、 次の項

目によ って行ってく ださ い。

　 一つでも 「 はい」 と 答えた団員がいる 場合は、 訓練を 見合わせる など、 適切な措置

を取ってく ださ い。 そのま ま 訓練に参加さ せる と 、重大な事故等を招く こ と があり ま す。

　 リ ーダー団員は、 団員が訓練中に、 次のよ う な症状を 自覚し た場合には、 訓練途中

であっ ても すぐ に休ま せ、 適切な措置を 取っ てく ださ い。 そのま ま 訓練を 続ける と 、

重大な事故等を招く こ と があり ま す。

　 リ ーダー団員は、 訓練活動時においては、 団員に次のよ う なこ と を さ せてはいけま

せん。 こ のよ う なこ と をさ せる と 、 重大な事故等を招く こ と があり ま す。

※安静時は、 起床後で朝食前のリ ラ ッ ク スし た状態をいいます。 安静時血圧が180m m Hg

超の場合は訓練中止、 180m m Hg〜160m m Hgの場合は訓練に参加する 場合も 十分注

意が必要です。

胸痛、 動悸、 息苦し さ があるか

頭痛、 めまい、 耳鳴り がするか

微熱、 だるさ 、 疲労感があるか

安静時の血圧が1 8 0 m m H g を 超えているか（ ※）

いら いら し て落ち着かない、 集中でき ない感じ があるか

睡眠不足、 過労の状態にあるか

前夜に、 多量に飲酒し たか

下痢を し ているか

胸痛、 動悸、 息苦し さ

頭痛、 めまい、 耳鳴り 、 脱力感、 四肢のし びれ、 下肢のも つれ

熱感、 過度の疲労感、 吐き 気

いら いら し て落ち着かない、 集中でき ない

　「 訓練前・ 健康チェ ッ ク 事項」 に掲げた事項の1 つ以上に「 はい」 と 答えた者、 又は食事

直後の者が訓練に参加するこ と

　 訓練前の飲酒

　 訓練中の喫煙

　 訓練直後の入浴やシャ ワー

【 こ のシート は、 リ ーダー団員が訓練時に必ず持参し てく ださ い】

訓練前・ 健康チェ ッ ク 事項

訓練中・ 健康チェ ッ ク 事項

訓練活動時の禁止事項

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4
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訓練時のヘルス・ チェ ッ ク シート参　 考参　 考
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【 こ のシート は、 団事務局が毎年定期的に、 全団員に記載を 求めてく ださ い】

　 消防団員の公務遂行中に、 脳・ 心臓疾患によ る 死亡事故や重い障害の残る 事故が全国で毎

年起き ていま す。 こ のチェ ッ ク シート は、 あなたが消防活動や訓練をする と き に、 こ う し た

事故を起こ さ ないよ う にする ためのも のです。

　 次の問いに「 はい」 ま たは「 いいえ」 のいずれかを○で囲んで答えてく ださ い。

　 こ のシート に回答さ れた内容によ って、 あなたが抱える 脳・ 心臓疾患事故のリ ス ク は、 別

図のよ う に評価する こ と ができ ま す。「 リ ス ク 大」 の人は、 団活動や日常生活に十分注意し

てく ださ い。

【 問1】 あなたは、 過去1年間に健康診断を受けまし たか。

（ 問1で「 はい」 と 答えたかただけに伺いま す。）

【 問2】 あなたは、 過去1年間に受けた健康診断で、 次に掲げる所見が1つでも あり まし たか。

（ 問2で「 はい」 と 答えたかただけに伺いま す。）

【 問3】 あなたは、 医師の診察を受け、 検査などで異常がないこ と を確認し まし たか。

消防団員の脳・ 心臓疾患事故防止チェ ッ ク シート

答え　 　 　 　 はい　 　 　 ・ 　 　 　 いいえ

答え　 　 　 　 はい　 　 　 ・ 　 　 　 いいえ

答え　 　 　 　 はい　 　 　 ・ 　 　 　 いいえ

・ 高血圧症、 不整脈、 脂質異常症、 糖尿病、 痛風

・ 肥満

消防団員の脳・ 心臓疾患事故防止チェ ッ ク シート資料４
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脳・ 心臓疾患事故発生のリ スク 評価

問1 　 あなたは、 過去1 年間に健康診断を 受けまし たか。
いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

問2 　 あなたは、 過去1 年間に受けた健康診断で、

　 　 次に掲げる所見が一つでも あり まし たか。

・ 高血圧症、 不整脈、 脂質異常症、 糖尿病、

　 痛風

・ 肥満

問3 　 あなたは医師の診察を 受け、

　 　   検査などで異常がないこ と を 確認し まし たか。

事故発生のリ スク

小

事故発生のリ スク

大
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　 S -KY Tの進め方については、 p .44〜45で詳細に説明し ている ので参照さ れたい。 こ こ で

は、 なぜこ のよ う な進め方になっ ている のか、 特に重要な《 導入》 《 第１ ラ ウ ン ド 》 及び

《 第２ ラ ウ ンド 》 について、 そのねら いを解説する 。

《 導入》 整列・ 番号、 あいさ つ、 健康確認

　「 整列・ 番号、 あいさ つ」 は、 S -KY Tの話し 合いに入る ための雰囲気作り のために行う 。

同時に「 整列、 番号！」 と 号令をかけ、 そのと き のメ ンバーの様子を見て、 声を聞いて一人

一人の健康状態を確認する 。 あま り 形式にこ だわる 必要はない。 大切なのは、 リ ーダーが個

人個人のメ ンバーに目配り し 、 適切に対処する のを習慣づける こ と である 。

《 第1ラ ウンド 》 現状把握……どんな危険が潜んでいるか

　 危険予知訓練のなかで最も 重要視さ れる のが第１ ラ ウ ンド である 。 ねら いは、 危険の共有

にある 。 一人一人が気づいたさ ま ざま な危険な状況を 、 全員が同じ よ う にあり あり と 目に浮

かべる こ と ができ れば成功である 。

　 例えば、「 無理な姿勢で……」 と か、「 持ち方が悪いので……」 と かの抽象的な表現では、

それぞれがかっ てに「 無理」「 悪い」 の状況を 思い浮かべる こ と になる。 こ のま ま では、 互

いの「 気づき 」 が共有でき ない。 新し い気づき があってこ そ、感受性の向上が望める 。 ま た、

全員があり あり と 状況を思い浮かべる こ と ができ ない危険に対し ては、 たと え対策を決めた

と し ても 、 実行はおぼつかない。 第１ ラ ウ ンド が最も 重要だと 言う 意味は、 こ こ にある 。

　 ただ、 メ ンバー一人一人に初めから 具体的な表現を求める のは困難である 。 そこ で、 リ ー

ダーが危険要因を 上手に引き 出すこ と がポイ ン ト になる。「 KY Tを 生かすも 殺すも 、 リ ーダ

ーの手腕にかかっている 」 と いわれる ゆえんである （【 実施例】 参照）。

《 第2ラ ウンド 》 本質追求……こ れが危険のポイ ント だ

　 こ のラ ウ ンド のポイ ント は、 みんなで出し 合ったさ ま ざま な危険のなかから 、 最優先で解

決に取り 組む“ 危険のポイ ント ” を全員の合意で絞り 込むこ と にある 。 ただ、 単に絞り 込む

だけであって、 ほかの危険を切り 捨てる わけではない。 誤解のないよ う にし たい。

S -K Y T （ 消防団危険予知訓練） の進め方のポイ ント資料５
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　 こ こ で、 絞り 込む理由は３ つある 。

　 第一は、 第１ ラ ウ ン ド で具体化し 、 共有し た一つ一つの危険は、 その時点で一人一人の意

識の中に植えつけら れ、 危険に対する 感受性の向上に生かさ れる から である 。

　 第二は、 時間の短縮である 。 絞り 込ま ないで、 あれも こ れも と 話し 合う と 、 ど う し ても 長

時間になる 。 そう なる と 、 S-KY T を たびたび実施する こ と ができ なく なり 、「 危険感受性」

を高いレ ベルで維持する こ と も 困難になる 。

　 第三は、 絞り 込ま ないで対策を 立てる と 、 時間がかかる ばかり か目標が散漫になり 、 せっ

かく の対策が実践につながら ないこ と になる から である 。

　 こ の絞り 込みがあって初めて、 S-KYT が現場に即し た実践的な手法になる 。

【 実施例】　 第1ラ ウンド 　 どんな危険が潜んでいるか

左の絵の状態から 動作する こ と により 、 危険要因に発展する 。

※イ ラ ス ト シート の状況を読み上げ、 メ ンバーに問いかける 。

状況： あなたは、 火災現場ヘ出場する ため、 ホース を収納棚から 降ろし ている 。

リ ーダー説明

※リ ーダーが司会進行の役割をする 。

危険要因の現象（ 事故の型） を想定し て、「 〜なので〜し て〜になる 」 と いう よ う に

書く 。

チーム話し 合い
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S-K YTの進め方

導入

1 Ｒ

2 Ｒ

3 Ｒ

4 Ｒ

確認

［ 全員起立］ リ ーダー　 　 　 　 整列・ 番号、 あいさ つ、 健康確認

リ ーダー：

メ ンバー：

“ 危険要因”

（ 状態と 行動）

……どんな危険が潜んでいるか現状把握

…………こ れが危険のポイ ント だ本質追究

………………あなたなら どう する対策樹立

…………………私たちはこ う する目標設定

3 ～5

項目

1 項目

1 項目

1 項目

シート の状況を 読み上げ、 メ ン バーに問いかける

気づいた危険を 発言する

リ ーダー：

　 　 　 　 全　 員： 　

「 危険のポイ ン ト 　 ～なので～し て～になる 　 ヨ シ！」

　 　 「 ～なので～し て～になる 　 ヨ シ！」

リ ーダー：

　 　 　 　 全　 員：

「 チーム行動目標　 ～のと き は～を ～し て～し よう 　 ヨ シ！」

　 　 「 ～のと き は～を ～し て～し よう 　 ヨ シ！」

（ 1） 重要と 思われる項目　 　 　 　 　 　 赤で○印

（ 2） さ ら に絞り 込み＜全員の合意で＞………………………………………

（ 3） 指差し 唱和

（ 1） 対策の絞り 込み＜全員の合意で＞………………………………………

（ 2） チーム行動目標・ 設定………………………………………………

（ 3） 指差し 唱和

3 項目程度危険のポイ ン ト に対し て、 具体的で実行可能な対策………………

～なので～し て

“ 現　 　 象”

（ 事故の型）

～になる

と

赤で◎印・ アンダーラ イ ン　 　 　 危険のポイ ント

赤で※印・ アンダーラ イ ン　 　 　 　 重点実施項目

1 項目

リ ーダー：

            全　 員：

「 指差し 呼称　 ～ヨ シ！」

　 　 「 ～ヨ シ！」 （ 3回）

リ ーダー：

            全　 員：

「 一人ひと り 大切な団員　 ヨ シ！」

　 　 「 一人ひと り 大切な団員　 ヨ シ！」

（ 1） 指差し 呼称項目・ 設定………………………………………………

（ 2） 指差し 唱和

　

（ 3） タ ッ チ・ アン ド ・ コ ール
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導入

1 Ｒ

2 Ｒ

3 Ｒ

4 Ｒ

確認

＜ねら い＞ 話し 合いに入るための雰囲気作り （ 形式にこ だわる必要はない）

＜ねら い＞ お互いの気づいた危険の状況を、 全員がアリ アリ と 共有する

リ ーダーは
『 健康確認』

メ ンバーは

リ ーダーは メ ンバーは

・ メ ンバー一人一人を観察し 、
・  だれか一人に対し て名前で具体的に問いかける

①イ ラ スト の間違い探し ではないこ と を説明する
②イ ラ スト の前後の状況・ 動き も 含めて
　 どんな危険が潜んでいるかを問いかける
③レ ポート 用紙に発言をそのまま記入する
④断片的な発言をしたメンバーに対しては、さらに、
　「 どんな状態で、どんな行動・ 動作をすると？」と問いかける
⑤『 危険要因』が具体的になるよう加筆・ 訂正する

＜ねら い＞ 最優先で解決に取り 組む“ 危険のポイ ント ” を、 みんなの合意で絞り 込む

リ ーダーは メ ンバーは

＜ねら い＞“ 危険のポイ ント ” に対する対策のアイ デアを出し 合う

必ず実行するぞ！と いう 対策を絞り 込む

リ ーダーは メ ンバーは

＜ねら い＞

“ 危険のポイ ント ” に対する“ 指差し 呼称項目” を設定し 、 話し 合いを締めく く る＜ねら い＞

リ ーダーは メ ンバーは

①重要な危険はどれかを問いかける
②番号に、 赤で○印を記入する（ ○印はいく つでも よい）
①○印の中で「 最も 重要だ！」 と いう 危険を問いかける
　 　 　 　 　 　 〈 発生頻度の高さ 、 発生時の被害の大きさ 〉

②話し 合っ て、 全員の合意で危険のポイ ント を決める
③赤で◎印・ アンダーラ イ ンを記入する

（ 1）

（ 2）

こ の危険を絶対解決するぞ！と いう 決意表明（ 3）

こ の対策を必ず実行するぞ！と いう 決意表明・ 誓い合い（ 3）

アド リ ブで答える

気づいた危険を発言する
断片的でもよい

「 転ぶ」など現象のみでも可

思い浮かべた危険の状況を
答える

①対策を問いかける
＊ 自由に（ 否定的・ 抽象的でも 可） 発言し ても ら う

「 自分ならこうする」という対
策を発言する

②レ ポート 用紙に記入

③話し 合いながら
　 加筆・ 訂正

・  「 ～しない」という否定的な対策は「 ～する」という前向きなものに！
・  “ 非現実的”な対策は“ 現実的”にできることに！
・  抽象的な対策（ 単に「 注意する」など）は、「 何を・どのように」と具体的に！

重要と 思う 項目の番号を
発言する
最も 重要と 思う 項目の番
号と 理由を発言する

①最優先で実行し よう と いう 項目を、 問いかける
　 タ テマエやキレ イ ゴト でなく 、 ホンネの対策

②話し 合っ て、 全員の合意で『 重点実施項目』 を決める
③赤で※印・ アンダーラ イ ンを記入する

（ 1）

①話し 合っ て、 ※印項目をさ ら に具体化し て『 チーム行動目標』 を全員の合意で設定する
②「 ～のときは」「 何を」「 どのように」と具体化してレポート 用紙に記入する

（ 2）

　『 指差し 呼称項目』を話し 合って、全員の合意で決め、レポート 用紙に記入する
・  その場面で、◎印の危険がない（ 又は解消された）ことを「 指を差し 、呼称して」確認する項目
・  何を指差し 、何を呼称して確認するか、を具体的に！

　 3回唱和することで、潜在意識にたたき込み、現実の場面での実行につなげる

　 話し 合いの結果を実行することへの誓い合い/討議の終了のけじめ/よいイメージを潜在意識に植え付ける

（ 1）

（ 2）

（ 3）

「 必ず実行する」という項目
の番号を発言する

…………………………………

………………

……………

………………………………

………………………………………………………

………

………………

S-K YT・ 4つのラ ウンド のねら い
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S－K YTの実技

１ 　 指差し 呼称（ ユビサシコ ショ ウ）

　 　 ねら い　 行動の要所要所で一人一人が、 安全で誤り のない行動を進めていく ために行う

確認行動

　 　 　 　 　（ 全員でス ロ ーガンなどを唱える 指差し 唱和と は異なる 。）

　 　 やり 方　 目………………確認すべき 対象を、 し っかり 見る 。

　 　 　 　 　 　 口………………はっき り と し た声で「 〇〇　 ヨ シ！」 と 唱える 。

　 　 　 　 　 　 耳………………自分の声を聞く 。

　 　 　 　 　 　 腕・ 指…………右手は腰又は大腿外側へ。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 右腕を伸ばし 、 右手人差し 指で対象を指し 、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いったん耳も と ま で振り 上げ、「 ヨ シ！」 で振り 下ろす。

＜参考＞
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２ 　 指差し 唱和（ ユビサシショ ウワ）

　 　 ねら い　 チーム 全員で対象を 指差し 、 ス ロ ーガン など を 唱和し て確認する こ と によ り 、

気合いを一致さ せ、 チームの一体感、 連帯感を盛り 上げる 。

　 同時に、 脳に良いイ メ ージをたたき 込み、 無意識的にも 安全な行動をと る よ う

に、 ま た、 う っかり 、 ぼんやり し ないよ う に、 と のねら いがある 。

　 　 やり 方　 リ ーダーの「 指差し 唱和、 構えて」 を 合図に指差し 呼称と 同様、 左手を 腰又は

大腿外側に当て、 右手で対象を指差し 、「 ヨ シ！」 と こ たえる 。

　 リ ーダーの「 ～ヨ シ！」 の「 ヨ シ！」 に続いて全員で（ リ ーダーも 一緒に）「 ～

ヨ シ！」 と 唱和する 。

３ 　 健康Ｋ Ｙ

　 　 ねら い　 消防団活動中の循環器系疾患（ 脳血管疾患、 虚血性心疾患） の発病が後を絶た

ない。

　 健康Ｋ Ｙ は、 消防団活動に起因する 循環器系疾患など の発症を 未然に防ぐ ため

の実践的な手法である 。

　 　 やり 方　 リ ーダーは、 消防団活動の開始前に、 メ ン バーに自ら の健康状況を自己チェ ッ

ク さ せて申告さ せたり 、 メ ンバー一人一人を観察し 、 具体的に健康状況を把握し 、

適切な措置をと る 。

リ ーダーはメ ンバー一人一人の健康状況を観察し 、

具体的に問いかける（ 古賀市消防団）
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　 国道沿いの住宅火災で、 ホース を 搬送し て延長作業を 行っ ている と き 、 他の

部のホース に足を と ら れて転倒し た。 現場は暗く 、 路上には多数のホース が延

長さ れていた。 照明器具を消防車に積んでいたが、 使用し ていなかった。

　 重大公務災害の予兆かも し れない「 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 」 体験は、 公務災害発生防止のための

貴重な情報源である 。

　「 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 」 体験を 報告さ せ、 その情報を 全員に周知・ 共有化さ せる こ と によ り 、

消防団員個人の体験を全団員のその後の公務災害防止に生かすこ と が簡単にでき て、し かも 、

非常に有効である 。

　「 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 」 の事例報告については、 こ れが団員個人の責任の追及を 目的と する も

のではないこ と を周知・ 理解さ せる こ と が大切である 。

　 事例の報告先は、直接の上司と は別の者に定めておいたほう が報告する 団員も やり やすい。

＜軽傷災害、 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 体験例＞

建物火災

ケース1

　 住宅火災で筒先を 持っ て放水準備をし ている と き 、 周り の音で耳が聞こ えず、

ま た経験不足で機関員を 見ずに火も と ばかり に気を と ら れていたため、 送水さ

れたのがわから ず、 筒先が暴れて転倒し そう になった。

ケース2

　 住宅火災現場で、「 中に人がいる かも し れない」 と の情報があり 、 玄関ド アを

け破っ た と き に空気が入り 、 小爆発が起こ っ た。 近く にいた 経験者に「 危な

い！」 と 声をかけら れ、 と っさ にし ゃがんだので助かった。

ケース3

　 空き 家火災の消火活動中、 対面注水を 行っ ていたため、 水圧によ っ て壊れた

かわら が、 自分のほう に飛んでき て当たり そう になった。

ケース4

　 建物火災の現場付近の路上で通行車両の交通整理を し ていたと き、 夜の雨降

り のなかで視界が悪く 、 安全誘導灯未携行、 はっ ぴも 黒色と いう 悪条件が重な

ったため、 何度も 車にひかれそう になった。

ケース5

ヒ ヤリ ・ ハッ ト 事例報告の例資料６
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「 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 」 事例報告の様式例を次に示す。

軽傷災害、 ヒ ヤリ ・ ハッ ト 報告書

所　 　 属 分団　 　 　 　 　 　 部 

年　 　 　 月　 　 　 日（ 　 　 ） 　  午前・ 午後　 　 　 　 時　 　 　 　 分頃 

名　 前 

どう し ていた時 

い　 　 つ 

ど こ で  

問題点 

環境に問題が 

上司の助言 

上司の助言 

心身分析 

設備器械に問題が 活動方法に問題が 自分自身に問題が 

（ 該当項目にチェ ッ ク ）  

（ 様式例）  

こ う し てほし い 

自分はこ う し た 

軽傷、 ヒ ヤリ ・

ハッ ト し た時の

あら まし  

1 　 よく 見え（ 聞こ え） なかっ た 

2 　 気がつかなかっ た 

3 　 忘れていた 

該当項目

に○をつ

けて下さ

い 

4 　 知ら なかっ た 

5 　 深く 考えなかっ た 

6 　 大丈夫だと 思っ た 

7 　 あわてていた 

8 　 不愉快なこ と があっ た 

9 　 疲れていた 

1 0  

1 1

　  

1 2

　  

無意識に手が動いた 

やり にく かっ た 

（ むずかし かった） 

から だのバラ ンス 

をく ずし た 
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　 こ こ では、 対策志向型の事故分析方法と し て、 産業分野で活用さ れている バリ エーショ

ン・ ツリ ー法（ VT法） について紹介する 。

　 VT 法の基本的な考え方は、 以下に示す５ 点に集約でき る 。

①責任追及ではなく 、 原因追及の観点から 、 有効な再発防止の方法を模索する

②直接的な原因だけでなく 、 背後要因（ 特にシス テム、 管理要因等） を抽出する

③現場の作業員が事象をよ く 理解でき 、 現場に有効で現実的な対策を立案する

④さ ま ざま な事例にVT法を適用する こ と で、 類似し た事故の共通要因を抽出する

⑤無事故現場（ 例： 事故発生が少ない消防団） と の具体的な差異を抽出する

　 では、 実際にVT法を使って事故事例を分析し てみよ う 。

【 事故の概要】

　 消防団の班長A は帰宅途中、 老木が道路上の電話線に倒れかかり 、 下を 通る 通

行人が危険な状況である のに気づいた。 倒木は、 前日から 続いた激し い風雨で、

がけ崩れが起き たこ と によ る も のだっ た。 Ａ は途中で出会っ た団員Cに、 倒木の

状況を伝えた。

　 自宅に戻っ たA は、 電話で消防団長に状況を 報告し 、 倒木の除去と 管内の見回

り のため、 団員の招集について了解を 得る と 同時に、 Cに対し て、 倒木の現場に

直行する よ う 指示し た。 ま た、 ほかの団員には消防ポン プ倉庫前への集合を指示

する ため電話し たが、 なかなか連絡が取れなかった。

　 一方、 Aの指示を 受けたCは、 倒木除去のため、 資機材を 軽ト ラ ッ ク に積んで

現場に向かい、 ほかの団員や町職員の到着を待った。 その間、 電話線に倒れかか

った老木は風で揺れ、 その下を通行人が足早に通り 過ぎる 状況だっ たため、 いっ

たん通行止めにし た。

　 し かし 、 通行止めを 無視する 通行人が多かっ たので、 Cはこ のま ま では人命に

かかわる 事態になる と 判断し 、 独り で軽ト ラ ッ ク の荷台に乗り 、 準備し てき たチ

ェ ーン・ ソ ーで倒木の伐採に取り かかっ た。 A と 路上で会い、 事態を 知っ て駆け

つけた消防団OBのBは、 Cの作業を見守っていた。

　 伐採が終わり かけたこ ろ、 風雨で揺れていた倒木が突然、 電話線を 滑り 落ち、

軽ト ラ ッ ク の荷台で作業をし ていたCの頭部を直撃し た。 作業を見ていたBが救急

車要請の電話をし た後、 Aほか団員たちが現場に到着し た。

事故分析手法の具体例資料７
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［ Ｖ Ｔ 法による分析結果］

消防団員がな か

な か参集せず、

出動が遅れる

現場へ到着

Ｃ 氏と 会話

Ｂ 氏と 会話（ 危険な

ので作業を開始し た

旨伝える）

単独で 倒木の除

去作業を 開始

倒木が作業中の

Ｃ 氏の頭を 直撃

（ 説明）

雨と 風により 、 倒木

がバラ ンスを失う

電線にひっ かかっ て

いる倒木を発見

消防団員招集の必要

性について聞く

道端の大木が倒れ、

電線に倒れかかる

こ のままでは人命が

危険であると 判断

通行止めの標識

を たて る

単独で現場へ行き 、

待機（ 他の団員が来

るのを待つ）

役場へ連絡するが、 担

当がおら ず、 すぐ に出

動するのは無理と 判断

（ Ａ 氏の家から の帰路

に出会っ た） Ｂ 氏へ現

場の状況について説明

「 役場へ連絡し た方

がよいのではないか」

と 言っ た
Ｃ 氏に現場へ直行する よ

う に、 他の団員は屯所へ

集合するよ う に連絡

自宅へ帰宅し 、 団長

に電話で消防団の招

集を確認

路上ですれ違っ たＣ

氏に消防団員招集の

必要性について話す

前提条件 a ） 大雨警報発表中

b） 前日から 雨と 風が降り 続いていた

通行止めの標識を無

視し て、 通行人が倒

木箇所を通過

死　 亡

Ａ 　 氏 Ｂ 　 氏 Ｃ 　 氏 通行人の状況 倒木の状況

　 通行止めの標識を

だし て、 団員・ 町の

土木課職員が到着す

るこ と を 待つ

３

　 自宅より チェ ーン

ソ ーを 運んでき た

２

　 Ｎ Ｔ Ｔ へも 連絡を

いれたが、つかまら ず

１

３

２

１
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　 VT法は事故発生ま での経緯を整理し 、 事故の全体像を 把握し 、 事故に至る ま でのプロ セ

ス を全体的に見通すこ と によ って、 漏れなく 「 事故発生防止のポイ ント 」 を抽出する こ と が

でき る 。 こ の事例での事故発生防止のポイ ント は、図中に◎をつけた２ つのポイ ント である 。

●ポイント ① 　 　 消防団員がなかなか参集し ないでAの出動が遅れる

●ポイント ② 　 　 単独で倒木の除去作業を開始する

　 事故の発生し た要因、 実際の現場で役に立つ対策など を 講じ ていく 手法は、 VT法以外に

も いろいろある 。 それぞれに特長があり 、 分析の目的に応じ て、 複数の手法を組み合わせて

利用する こ と が効果的である と いわれている 。

こ の事故が発生し た大き な原因の一つは、 A をはじ めと する ほかの団員

の到着が遅れ、 そのためにCが単独で伐採作業を 開始し たこ と である 。

団員の招集と 現場への出動が迅速に行われていれば、 ほかの団員の補

佐のない危険な状況でCが作業を行う こ と はなかったであろう し 、 こ の

事故は防ぐ こ と ができ たも のと 考えら れる 。

ど んなに緊迫し た危険な状況であ っ たと し ても 、 ま ず自分自身の安全

を 確保する ために、 ほかの団員が到着し ない状況では作業を 行わない、

と いう 安全教育が徹底し ていれば、 今回の事故は防ぐ こ と ができ たも

のと 考えら れる 。
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　 消防基金では、 消防団員の公務災害防止のために次の３ つの事業を推進し 、 消防団員の安

全対策に取り 組も う と する 市町村等（ 契約締結市町村等（ 構成団体を 含む。 以下同じ 。）、 都

道府県又は都道府県消防協会を いう 。 以下同じ 。） を 積極的に支援し ている 。 消防団員一人

一人の安全確保と 事故防止に、 ぜひお役立てく ださ い。

１ 　 消防団員公務災害防止活動援助事業

　 消防団員の公務災害防止のために、 契約締結市町村等が行う 安全装備品整備事業又は個別

健康指導事業に対し 、 消防基金が助成金を交付する 事業である 。

（ １ ） 消防団員安全装備品整備事業助成金

　 契約締結市町村等が行う 安全装備品整備事業（ 消防団活動中の安全性と 行動性を高める た

めの装備品等を整備する 事業をいう 。 以下同じ 。） に対する 助成金である 。

　 ①　 助成対象団体

　 　 　 次に掲げる 契約締結市町村等と する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 ②　 助成対象品目（ メ ニュ ー） 及び助成条件

　 　 　 次に掲げる 品目（ メ ニュ ー） に該当し 、 かつ、 助成条件を満たすも のと する 。

品　 目（ メ ニュ ー） 助成条件

安全帽

消防団員個人の消防団活動中の安全性と 行動性を高めるも の

救助用半長靴（ 先芯、 靴底鋼板入り のも の）

防火服

防火帽

防火用長靴

防火手袋

耐切創性手袋

反射チョ ッ キ

防寒衣

携帯用投光器（ ヘッ ド ラ ンプを 含む。）

救命胴衣

雨衣上下（ 反射テ ープ付き であ る こ と 。 ポン
チョ 型は不可）

防塵メ ガネ

防塵マス ク （ 使い捨て は不可。 継続的な 使用
に耐えら れる も の）

切創防止用保護衣（ チェ ーン ソ ー用で、 下肢
を 保護でき る も の）

冷却用ベス ト

防災ウ ェ ーダー（ 胴長靴）

感染防止用防御具（ 作業衣、 帽子、 手袋、 眼
鏡その他着用する こ と によ っ て 病原体等にば

く 露する こ と を 防止する た めの個人用の道具

で、 継続的な使用に耐えら れる も の）

消防団員個人の消防団活動中の新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症へ

の感染防止に資するも の

消防基金が進める公務災害防止事業資料８
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投光器

消防団活動中の安全性と 行動性を高めるも の

発電機（ 投光器のために使用する も の）

無線機器（ 特定小電力ト ラ ンシーバー等）

ド ロ ーン （ 国の定めた 方針を 踏ま え て 調達し
たも のである こ と ）

血圧計 消防団員の健康管理に資するも の

その他基金理事長が特に認める も の 事前に基金に協議するこ と 。

（ 備考） １ 　 投光器など の機械、 器具等については、 その性能を 常に良好な状態に保つよ う に点検、 整備
等に努める こ と 。

２ 　 無線機器については、 登録費用、 設置費用、 資格取得料等の付随費用は含ま ないも のと する 。
３ 　 ド ロ ーンについては、 登録費用、 資格取得料等の付随費用は含ま ないも のと する 。

　 ③　 事務手続上の留意点

　 　 　 契約締結市町村等は、 都道府県消防防災主管課を 経由し 、 助成金申請書を 消防基金に

提出する も のと する 。 こ の場合において「 その他基金理事長が特に認める も の」 に係る

安全装備品整備事業を行おう と する 場合は、 事前に消防基金に協議する も のと する 。

　 　 　 都道府県消防防災主管課は、 消防基金があら かじ め通知する 枠配分額の範囲内で契約

締結市町村等の助成金申請書を取り ま と め、 推薦書を 付し 、 当該年度の６ 月15日ま でに

消防基金に提出する も のと する 。

（ ２ ） 消防団員個別健康指導事業助成金

　 契約締結市町村等が行う 個別健康指導事業（ 消防団員の個別健康指導体制に係る 取組又は

健康増進に係る 取組をいう 。 以下同じ 。） に対する 助成金である 。

　 ①　 助成対象団体

　 　 　 次に掲げる 契約締結市町村等（ 消防本部、 消防署又は消防団を 含む。 以下同じ 。） と

する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 ②　 助成対象事業

　 　 　 次に掲げる 個別健康指導事業と する 。

　 　 ア　 消防団員の個別健康指導体制に係る取組

　 　 　 　「 消防団員個別健康指導モデル事業報告書」（ 平成21年３ 月発行。 基金ホーム ページ

から ダウ ンロ ード 可能） に記載さ れた「 消防団員個別健康指導体制の基本モデル」（ 注：

消防団員から 健康診断結果の写し 及び健康状態自己申告書の提出を受け、 こ れら を基

に医師が各消防団員の健康状態を区分し て健康指導が必要な消防団員を選出し、 当該

消防団員に対し て医師その他の健康指導ス タ ッ フ が個別に健康指導を 行う も の） に準

ずる 消防団員の個別健康指導体制に係る 取組と する 。

　 　 イ 　 消防団員の健康増進に係る取組

　 　 　 　 契約締結市町村等の消防団担当部局又は消防団と 住民の健康増進担当部局（ 保健所

等） と が連携し て行う 消防団員の健康増進のための取組（ 例： 消防団員が参加する 健

康に関する 講習会、 消防団員向けの個別健康相談窓口等） と する 。
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　 ③　 助成対象経費及び助成額

　 　 　 個別健康指導事業の実施に要し た経費のう ち、 次に掲げる も のの合計額と する 。 ただ

し 、 その額は、 30万円を限度と する 。

助成対象経費の種類 助成対象経費の内訳（ 例）

運営費 会議費、 医師・ 保健師等賃金、 通信運搬費等

健康指導経費 測定器、 健康診断、 配布用冊子、 健康・ 栄養相談等

データ 管理費 保管庫等

諸経費 文房具等

２ 　 消防団員公務災害防止研修事業

　 契約締結市町村等の消防団員の公務災害防止のために、 市町村等が実施する 次の４ つの研

修に対し 、 消防基金が講師のあっ せんや教材の提供など の後援を 行う と と も に助成金を交付

する 事業である 。

（ １ ） 消防団員安全管理セミ ナー

　 消防団員の安全確保と 健康増進の重要性の認識及び理解を 深め、 消防団員全体への啓発普

及を図る こ と を目的と し た研修である 。

　 ①　 実施主体

　 　 　 次に掲げる 市町村等（ 消防本部、 消防署、 消防団又は消防学校を含む。） と する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 　 オ　 都道府県　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ　 都道府県消防協会（ 支部を含む。）

　 ②　 対象者

　 　 ア　 契約締結市町村等の消防団員

　 　 イ 　 市町村等の消防団事務担当者

　 ③　 研修内容

　 　 　 次のと おり と する 。

項　 　 目 内　 　 容

所要時間 1.5時間程度

講師の人数 原則と し て、 1人

参加人数 原則と し て、 50人以上
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　 ④　 講師

　 　 　 基金の役職員、 安全確保及び健康増進に関する 学識経験者から 、 原則と し て、 基金が

あっせんする 。

　 ⑤　 助成対象経費

　 　 　 消防団員安全管理セミ ナーの実施に要し た経費のう ち、 次に掲げる も のの合計額と す

る 。 ただし 、その額は、講師旅費を除き 、30万円（ 参加人数が100人未満の場合は20万円）

を限度と する 。

経費の種類 助成額（ 消費税を含む。） の基準

講師謝金（ 所得税を 含む。）
（ 注１ ）

土・ 日・ 祝日に実施　 1人につき 　 20,000円

上記以外の日に実施　 1人につき 　 15,000円

講師旅費 基金の規程に準じ た額

会場借上料・ 機材使用料 実費

食事代・ 飲料（ 茶） 代 1人につき 1,200円を 限度と し た実費

諸雑費 実費

連絡調整費（ 注２ ）
原則と し て、 50,000円を 限度と し た実費

（ 離島での開催など 特段の事情が認めら れる 場合は実費）

（ 注１ ） 基金の役職員には、 講師謝金は支給し ない。
（ 注２ ） 消防補償等組合、 都道府県又は都道府県消防協会（ 支部を 除く 。） が実施主体と なる 場合におけ

る 当該団体の職員に係る 交通費及び宿泊料と する 。

（ ２ ） Ｓ －Ｋ Ｙ Ｔ （ 消防団危険予知訓練） 研修

　 消防団活動に潜む危険を 予知する と と も に、 その危険に適切に対応でき る 能力を養成する

ためのＳ －Ｋ Ｙ Ｔ （ 消防団危険予知訓練） の基礎知識と その実技を 習得する こ と を 目的と し

た研修である 。

　 ①　 実施主体

　 　 　 次に掲げる 市町村等（ 消防本部、 消防署、 消防団又は消防学校を含む。） と する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 　 オ　 都道府県　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ　 都道府県消防協会（ 支部を含む。）

　 ②　 対象者

　 　 ア　 契約締結市町村等の消防団員

　 　 イ 　 市町村等の消防団事務担当者

　 ③　 研修内容

　 　 　 ４ 時間、 ３ 時間及び２ 時間の３ つのコ ース を設けており 、 原則と し て、 ４ 時間コ ース

を実施する 。

　 　 　 ただし 、 市町村等の要望に応じ 、 4時間コ ース を コ ン パク ト にし た３ 時間コ ース の実

施についても 対応する 。
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　 　 　 ま た、 市町村等が主催する 会議等において体験版と し て提供する 場合は、 2時間コ ー

ス の実施についても 対応する 。

　 　 　 各コ ース の内容は、 次のと おり と する 。

項　 　 目 内　 　 容

所要時間 4時間、 3時間又は2時間

講師の人数 2人以上

参加人数 原則と し て、 30人以上

　 ④　 講師

　 　 　 基金があっせんする Ｓ －Ｋ Ｙ Ｔ 指導員と する 。

　 ⑤　 助成対象経費

　 　 　 Ｓ －Ｋ Ｙ Ｔ （ 消防団危険予知訓練） 研修の実施に要し た経費のう ち、 次に掲げる も の

の合計額と する 。 ただし 、 その額は、 講師旅費を除き 、 40万円を限度と する 。

経費の種類 助成額（ 消費税を含む。） の基準

講師謝金（ 所得税を 含む。）
土・ 日・ 祝日に実施　 1人につき 　 40,000円

上記以外の日に実施　 1人につき 　 32,000円

講師旅費 基金の規程に準じ た額

会場借上料・ 機材使用料 実費

食事代・ 飲料（ 茶） 代 1人につき 1,200円を 限度と し た実費

諸雑費 実費

連絡調整費（ 注）
原則と し て、 50,000円を 限度と し た実費

（ 離島での開催など 特段の事情が認めら れる 場合は実費）

（ 注） 消防補償等組合、 都道府県又は都道府県消防協会（ 支部を 除く 。） が実施主体と なる 場合における

当該団体の職員に係る 交通費及び宿泊料と する 。

（ ３ ） 消防団員健康づく り セミ ナー

　 循環器系疾患（ 脳血管疾患・ 虚血性心疾患） によ る 公務災害の防止を 図る ための健康増進

教育を行う と と も に、 健康増進に役立つ運動実技を習得する こ と を目的と し た研修である 。

　 ①　 実施主体

　 　 　 次に掲げる 市町村等（ 消防本部、 消防署、 消防団又は消防学校を含む。） と する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 　 オ　 都道府県　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ　 都道府県消防協会（ 支部を含む。）

　 ②　 対象者

　 　 ア　 契約締結市町村等の消防団員

　 　 イ 　 市町村等の消防団事務担当者
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　 ③　 研修内容

　 　 　 Ａ 、 Ｂ 及びＣ の3つのコ ース を設けており 、 各コ ース の内容は以下のと おり と する 。

　 　 Ａ コ ース（ 健康増進教育）

　 　 　 　 循環器系疾患（ 脳血管疾患・ 虚血性心疾患） の防止を図る ための講義

項　 　 目 内　 　 容

所要時間 1.5時間程度

講師の人数 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する 人数

参加人数 原則と し て、 50人以上

　 　 Ｂ コ ース（ 運動実技の習得）

　 　 　 　 健康増進に役立つ講義と 運動実技の指導

項　 　 目 内　 　 容

所要時間 1.5時間程度

講師の人数 参加人数40人につき 、 原則と し て、 1人

参加人数 原則と し て、 40人から 80人程度

（ 備考） 研修内容が講義中心の場合は、 講師1人・ 参加人数50人以上での実施にも 対応する 。

　 　 Ｃ コ ース（ Ａ コ ース及びＢ コ ースの同日開催）

項　 　 目 内　 　 容

所要時間 2時間から 3時間程度

講師の人数
日本赤十字社各都道府県支部が派遣する 人数
及び参加人数に応じ た健康運動指導士の人数

参加人数 原則と し て、 50人以上

　 ④　 講師

　 　 　 基金があっせんする 次に掲げる 者と する 。

　 　 Ａ コ ース（ 健康増進教育）

　 　 　 　 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する 者

　 　 Ｂ コ ース（ 運動実技の習得）

　 　 　 　 健康運動指導士（ 講師のう ち、 講義及び実技指導を行う 者を主任、 実技指導のみを

行う 者を副主任と する 。）

　 ⑤　 助成対象経費

　 　 　 消防団員健康づく り セミ ナーの実施に要し た経費のう ち、 次に掲げる も のの合計額と

する 。 ただし 、 その額は、 Ａ コ ース 又はＢ コ ース を 実施し た場合は、 講師旅費を 除き 、

30万円（ 参加人数が100人未満の場合は20万円） を限度と し 、Ｃ コ ース を実施し た場合は、

講師旅費を除き 、 40万円（ 参加人数が100人未満の場合は30万円） を限度と する 。
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経費の種類 助成額（ 消費税を含む。） の基準

講師謝金（ 所得税を 含む。）

Ａ 日本赤十字社各都道府県支部が定める 額

Ｂ 主任　 30,000円、 副主任20,000円

Ｃ Ａ 及びＢ の合計額

講師旅費

Ａ 日本赤十字社各都道府県支部が定める 額

Ｂ 市町村等が定める 額

Ｃ Ａ 及びＢ の合計額

教材費、 講習負担金 実費

会場借上料・ 機材使用料 実費

食事代・ 飲料（ 茶） 代 1人につき 1,200円を 限度と し た実費

諸雑費 実費

連絡調整費（ 注）
原則と し て、 50,000円を 限度と し た実費

（ 離島での開催など 特段の事情が認めら れる 場合は実費）

（ 注） 消防補償等組合、 都道府県又は都道府県消防協会（ 支部を 除く 。） が実施主体と なる 場合における

当該団体の職員に係る 交通費及び宿泊料と する 。

（ ４ ） 消防団員セーフ ティ ・ フ ァ ースト エイ ド 研修

　 災害現場等で負傷者の応急処置を 行う 際に消防団員が自身の安全を 確保し た上で適切に対

応する ためのフ ァ ース ト エイ ド （ 外科的応急処置） 及び災害現場等での悲惨な体験や恐怖を

伴う 体験等によ り 急性ス ト レ ス 障害が発生し た消防団員に適切に対応する ためのＰ Ｆ Ａ（ 心

理的応急処置） の基礎知識と その実技を習得する こ と を目的と し た研修である 。

　 ①　 実施主体

　 　 　 次に掲げる 市町村等（ 消防本部、 消防署、 消防団又は消防学校を含む。） と する 。

　 　 ア　 市町村　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 一部事務組合

　 　 ウ 　 広域連合　 　 　 　 　 　 　 　 　 エ　 水害予防組合

　 　 オ　 都道府県　 　 　 　 　 　 　 　 　 カ　 都道府県消防協会（ 支部を含む。）

　 ②　 対象者

　 　 ア　 契約締結市町村等の消防団員

　 　 イ 　 市町村等の消防団事務担当者

　 ③　 研修内容

　 　 　 Ａ 及びＢ の２ つのコ ース を設けており 、 各コ ース の内容は以下のと おり と する 。

　 　 Ａ コ ース（ Ｓ －Ｆ Ａ 研修）

　 　 　 　 フ ァ ース ト エイ ド （ 外科的応急処置） 及びＰ Ｆ Ａ （ 心理的応急処置） の基礎知識と

その実技の習得
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項　 　 目 内　 　 容

所要時間 3時間程度

講師の人数 3人程度

講師補助者の人数 5人程度

参加人数 原則と し て、 36人程度

　 　 Ｂ コ ース（ 災害救援スト レス対策研修）

　 　 　 　 Ｐ Ｆ Ａ （ 心理的応急処置） の基礎知識と その実技の習得

項　 　 目 内　 　 容

研修時間 1.5時間程度

講師の人数 1人

参加人数 原則と し て、 50人以上

　 ④　 講師

　 　 　 基金があっせんする 次に掲げる 者と する 。

　 　 Ａ コ ース（ Ｓ －Ｆ Ａ 研修）

　 　 　 　 消防団員セーフ ティ・ フ ァ ース ト エイ ド 研修指導員、Ｄ ＭＡ Ｔ（ 災害派遣医療チーム）

隊員、 Ｄ Ｐ Ａ Ｔ （ 災害派遣精神医療チーム） 隊員等

　 　 Ｂ コ ース（ 災害救援スト レス対策研修）

　 　 　 　 惨事ス ト レ ス 対策の専門家（ Ｄ Ｐ Ａ Ｔ （ 災害派遣精神医療チーム） 隊員、 消防庁緊

急時メ ンタ ルサポート チームに登録し ている 者等）

　 ⑤　 講師補助者

　 　 　 Ａ コ ース には、 フ ァ ース ト エイ ド （ 外科的応急処置） の実技を 補助する ため、 原則と

し て、 受講者6人につき 1人の救急救命士を 講師補助者と し て置く も のと し 、 その選定及

び確保は市町村等が行う も のと する 。

　 　 　 ただし 、 市町村等において講師補助者と し て確保でき る 救急救命士の人数が不足する

場合は、 消防基金がＤ ＭＡ Ｔ （ 災害派遣医療チーム） 隊員を講師補助者と し てあっ せん

する よ う に努める も のと する 。

　 ⑥　 助成対象経費

　 　 　 消防団員セーフ ティ ・ フ ァ ース ト エイ ド 研修の実施に要し た経費のう ち、 次に掲げる

も のの合計額と する 。 ただし 、 その額は、 Ａ コ ース を実施し た場合は、 講師旅費を除き 、

40万円を限度と し 、 Ｂ コ ース を実施し た場合は、 講師旅費を 除き 、 30万円（ 参加人数が

100人未満の場合は20万円） を限度と する 。
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経費の種類 助成額（ 消費税を含む。） の基準

講師謝金（ 所得税を 含む。）

Ａ

土・ 日・ 祝日に実施　 1人につき

講師　 40,000円、 講師補助者　 20,000円

上記以外の日に実施　 1人につき
講師　 32,000円、 講師補助者　 15,000円

Ｂ
土・ 日・ 祝日に実施　 20,000円

上記以外の日に実施　 15,000円

講師旅費 基金の規程に準じ た額

会場借上料・ 機材使用料 実費

食事代・ 飲料（ 茶） 代 1人につき 1,200円を 限度と し た実費

諸雑費 実費

連絡調整費（ 注）
原則と し て、 50,000円を 限度と し た実費

（ 離島での開催など 特段の事情が認めら れる 場合は実費）

（ 注） 消防補償等組合、 都道府県又は都道府県消防協会（ 支部を 除く 。） が実施主体と なる 場合における

当該団体の職員に係る 交通費及び宿泊料と する 。

３ 　 情報提供事業

　 消防基金ホームページ（ https://w w w .syouboukikin.jp） など によ り 、 全国の消防団員や市

町村等に向けて、 公務災害防止対策調査研究の成果、 消防団員の公務災害発生状況、 消防団

員の事故・ ヒ ヤリ ハッ ト 事例などを情報提供し ている 。

https://www.syouboukikin.jp
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消防団員セーフティ･ファーストエイド研修

消防団員セーフティ･ファーストエイド研修

消防団員等公務災害補償等共済基金企画課　TEL：03-5422-1715　FAX：03-5422-1745
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Email：kikaku@syouboukikin.jp

お 問 い 合 わ せ 先

公務災害防止を推進するため、ファーストエイド（外科的応急処置）、PFA（心理的応急処置）等の
基礎知識とその実技の方法の普及啓発を図る消防団に、経費として40万円の範囲内（講師旅費別途）
で助成･後援します。
※一定のコースの場合は、経費として30万円（参加者が100人未満の場合は20万円）の範囲内（講
師旅費別途）で助成･後援します。

上級幹部団員や安全衛生に関するマネージャー役の団事務担当者にセミナーを通じて、団員の健康と
安全についての管理責任者として意識の高揚と団全体への普及啓発を図る消防団に、経費として30
万円（参加者が100人未満の場合は20万円）の範囲内（講師旅費別途）で助成･後援します。

公務災害防止を推進するため、消防団員の健康増進に役立つ知識や運動実技の方法の普及啓発を
行う消防団に、経費として30万円（参加者が100人未満の場合は20万円）の範囲内（講師旅費別
途）で助成･後援します。
※一定のコースの場合は、経費として40万円（参加者が100人未満の場合は30万円）の範囲内（講
師旅費別途）で助成･後援します。

負傷した消防団員等の応急処置を行う際、自身の安全を確保した上で、適切に対応できる
能力を育成するとともに、災害救援活動中の消防団員が災害現場で凄惨な場面に遭遇し
た際の惨事ストレスについての知識と対応の普及啓発を図ります。

S－ＫＹＴを実施するチームのまとめ役となる班長や班長になる見込みの団員を養成しようとする消防
団に、経費として40万円の範囲内（講師旅費別途）で助成･後援します。

団員を対象とした総合的な安全の実現は市町村にとって焦眉の課題です。団員の健康と安
全確保のあり方や団全体への普及に関して、団管理者や団トップとしての意識づけや方向づ
けなどの推進を図ります。

① 消防団員安全管理セミナー

② S－ＫＹＴ（消防団危険予知訓練）研修

③ 消防団員健康づくりセミナー

④ 消防団員セーフティ･ファーストエイド研修

消防団活動場面を描いたイラストシートを使って、活動に潜む危険を少人数のチーム単位
で話し合い、安全対策を導くシミュレーション訓練手法を習得します。（4時間コース（推奨）・
3時間コース・2時間コース（体験版））

消防団員の公務災害には、脳血管疾患、虚血性心疾患による死亡事故が後を絶ちません。
団員一人一人の健康に対する意識を高め、健康増進に役立つ知識や運動実技の方法を習
得します。

はじめに

　消防団員の公務災害発生件数は、全国をみると、最近10年間の平均で1,000人程度となって

おり、毎年のように数名の方が殉職されています。

　消防団員は特別職の地方公務員です。郷土愛、奉仕の精神から消防団員になられた方々に

対して、任命する市町村は、安全に関する責務を十分果たさなければなりません。これは、

法的に責任があるとかないとかの次元の問題ではなく、その崇高なる使命を果たされる方々

に対する敬意であり、誠意です。

　しかし、現実に目を向けますと、その安全対策は十分とは言えないのが実情です。郷土を

守る消防団員の安全の向上を図るためには、まず、幹部消防団員にしっかりとした“安全哲学”

を持っていただき、その上で、消防団が一丸となって公務災害が発生しないよう、地道な努

力をされることが肝要であると思います。

　消防団員等公務災害補償等共済基金では、幹部消防団員や行政部局等の消防団担当者を対

象にした「安全管理セミナー」の開催を後援し、助成しています。本書は、その研修用テキ

ストとして作成しました。本書によって、郷土愛に満ち、奉仕の精神によって崇高なる使命

を果たされる消防団員の公務災害防止が図られることを切に望みます。

2025年7月

消防団員等公務災害補償等共済基金
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